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三 法教育教材の実際  
 

１ 序―分析の枠組み  
本稿では，法教育の展開史を分析

した結果，法教育モデルとして原理

性重視主義が（大部分において）受

容され，確立されるに至ったと結論

づけた（二７）。  
そこで，次に，現実に公表されて

いる法教育教材において，原理性重

視主義が発現している教材は存在す

るか否か（「原理性重視主義は，研究

会報告書が提示し，理論上支持され

ているだけで，実際の教材にそのよ

うなものは存在しない」ということ

はないか）を検討し，存在するとす

れば，原理性重視主義がどのような

態様で発現しているかを概覧する。  
ただし，世に公表されている法教

育教材の数は膨大であるから，その

すべてをここで列挙し，検討結果を

記載することはできない。また，原

理性重視主義は，Ａ知識階層をも扱

っている場合には，Ｂ原理階層とＡ

知識階層のどちらをより重視してい

るかという程度問題になり，その評

価には主観が混ざる危険性が高い。  
したがって，ここでは，いくつか

の法教育教材集を対象として，明確

性という観点から，原理性重視主義

が発現しているもののうち特に条文

や制度（Ａ知識階層）の回避（軽視）

の傾向が明確に窺われるもの，つま

り，教材の中に条文や制度の言及が

なく，原理性ドグマが発現している

ものをピックアップしてその実態を

 
( 2 4 0 )  教材によっては，授業構成案にはＡ知識階層に属する事項を扱う旨の記載がなく

とも，例えば，後掲注 (255)のように，授業解説（授業案の意図を説明する部分）にお

いてその説明がなされていることがある。このような場合，授業者が授業内において

当該事項に言及する可能性も否定できないが，ここでは，明確性の観点から，授業構

成案及び生徒が参照する資料（レジュメ）のみを参照してその内容を分類する。  

示すこととしたい。  
本 稿 に お い て 分 析 の 対 象 と し た

教材（教材集）については，整理の

便宜のため，当該教材の作成名義人

に着目し，教育関係者作成の教材集

（教員や教育学者等が作成名義人と

なっている教材が多数収められてい

る教材集。三２），法律関係者作成の

教材集（弁護士や法学者等が作成名

義人となっている教材が多数収めら

れている教材集。三３），その他の教

材集（三４）に分類した。  
分析するにあたっては，主に授業

の構成案を参照し，条文や制度への

明示的な言及があるか否かを確認し

た（ただし，「言及してもよい」とし

ているものについては，「言及がある

もの」として扱った）( 2 4 0 )。また，Ｂ

原理階層に属する事項を重視してい

るか否かを判断するにあたっては，

教材の目標を参照し，Ｂ原理階層に

属する事項について言及しているか

否かを確認した。そして，授業内容

から，円柱モデルにおける次の 3 つ

の類型のうちいずれに該当するか分

類した。  
第一に，Ｂ原理階層のみを扱うも

のである（本章では便宜的に「 [Ｂ ]」
と表現する）。原理的事項そのものを

扱う類型であり，具体的には，Ｂ原

理階層に属する事項の概念をそれ自

体として説明・解説することがこれ

に該当する。  
第二に， [Ｂ→Ｂ ]思考を用いるも

のである。ある原理的事項から他の

原理的事項を導く類型であり，具体
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的には，あるＢ原理階層に属する事

項の概念を他の原理的事項又は常識

や素直な感覚を基に根拠づける（こ

れによりその内実や基準を明らかに

する）こと等がこれに該当する ( 2 4 1 )。 
第三に， [Ｂ→ (Ａ ´)→Ｃ ]思考を用

いるものである。ある原理的事項を

現実社会に適用することにより一定

の結論を得ようとする類型（ [Ｂ→
Ｃ ]思考），又は，ある原理的事項か

ら規範（紛争の解決基準）を導き，

その規範を現実社会に適用すること

により一定の結論を得ようとする類

型（ [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考）である ( 2 4 2 )。

具体的には，Ｂ原理階層に属する事

項又は常識や素直な感覚をもとにあ

る事象の当否を判断したり，ルール

を自ら（現に存在する法律や制度を

参照することなく）策定したり評価

 
( 2 4 1 )  あるＢ原理事項に属する事項についての理解を深めるために [Ｂ→Ｂ ]思考を用い

る場合，当該Ｂ原理事項に属する事項についての説明・解説が行われる展開が自然（合

理的）であることから，そこで予定される教育活動に [Ｂ ]が含まれることが多い。この

ような場合については， [Ｂ→Ｂ ]思考と別に [Ｂ ]と分類することはせず，単に [Ｂ→Ｂ ]
思考を用いるものとして分類する。  
( 2 4 2 )  Ｂ原理階層に属する事項または自作ルールＡ ´を適用する対象となる事象（現実社

会）は，過去に現実に発生した（発生したと仮定する）事実に限らず，将来発生する

（可能性がある）事実も含む。後者の場合において典型的に想定されるのは，将来発

生する可能性があるトラブルを予防するためにＡ ´を策定する場合や，あるＡ ´の妥当

性を検討するために当該Ａ ´を仮定的事実に適用したときに妥当な結論を導くことが

できるか否かを検討する場合である。  
( 2 4 3 )  法律の専門家ではない者がルールを自作したり評価したりする場合には，その基

準となるのは公正や公平などに関する素直な感覚になると考えられる。したがって，

公正や公平などのテーマが明示されていない場合についても，特段の事情がない限り，

Ｂ原理階層に属する事項を活用するものと分類する。  
( 2 4 4 )  例えば，法教育教材において度々題材にされる「ごみ置き場をどこに設置するべ

きか」という問題に関しては，ごみの処理手続という点で廃棄物処理法に，道路の使

用という点で道路交通法に，自治体との関係で申請手続（行政手続）に触れることが

できるが，これらに触れたとしても，ごみ置き場をどこに設置するべきかという問題

を解決するための（又はその手掛かりとなるべき）規範・基準を得ることはできない。

この意味で，当該教材の中でこれらの条文や制度に触れるのは不自然であるから，本

稿では，条文や制度に言及するような性質のものではないと整理する。  
( 2 4 5 )  橋本康弘＝野坂佳生編著『 “法 ”を教える―身近な題材で基礎基本を授業する』

（明治図書出版，2006）。なお，次の教材には，それぞれカッコ内に示すＡ知識階層に

属する事項が含まれているため，原理性ドグマが発現している教材ではないと判断し

た。「裁判員制度」同 23 頁以下〔磯山恭子〕（裁判員制度），「個人情報保護法―個人

情報保護とプライバシー」同 35 頁以下〔館潤二〕（個人情報保護法），「ロースクール」

同 44 頁以下〔樋口雅夫〕（日本国憲法等），「中学校の事例―地理的分野「イスラーム

 

すること等がこれに該当する ( 2 4 3 )。  
最後に，当該教材においてＡ知識

階層（条文や制度）に触れることが

考え得るかを検討した。仮に触れる

ことができるのであれば，当該教材

において半ば意図的にＡ知識階層に

触れていないといえるし，仮に触れ

ることができない（困難又は不自然

である ( 2 4 4 )）のであれば，そのような

テーマをあえて法教育の題材として

いることから，いずれにしてもＡ知

識階層を回避（軽視）するものであ

ると評価できる。  
 

２ 教育関係者が作成した教材  
⑴  橋本康弘＝野坂佳生『 “法 ”を

教える―身近な題材で基礎基

本を授業する』 ( 2 4 5 )  
①「小学校中学校の事例―何が公
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平・不公平？」 ( 2 4 6 )  
教材の内容は，家庭において兄弟

間で食べ物を配分したり家事を割り

振ったりする場面を通じて「公平」

の基準を明らかにし，次に，休み時

間における体育館の使用希望が複数

の学級間で被ってしまったという架

空事例において，その希望の調整を

行うこと等であり，教材の目標は，

客観的に「必要」「能力」「適格性」

の 3 つの見方を使って利益や負担を

配分することが本当の公平であると

紛争事例を通して理解すること，実

際に公平に配分し，紛争を解決する

こと等（公平というＢ原理階層に属

する事項）である ( 2 4 7 )。  
円柱モデルでは，日常的な場面で

の実感をもとに公平の内実を考察す

る点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，公平の概念

をもとにして具体事案の解決方法を

検討する点で [Ｂ→Ｃ ]思考に相当す

る。  
教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
②「中学校の事例 1―ペナルティを

考える」 ( 2 4 8 )  
教材の内容は，正義とは何か，ど

うすれば正義が実現されるか，正義

のためにペナルティを与える場合の

 
からみた日本の刑法」」同 54 頁以下〔藤瀬泰司〕（殺人罪等），「中学校の事例―歴史

的分野「ケンカ両成敗って正しい？～封建制度の法について考える～」」同 64 頁以下

〔奥山研司〕（正当防衛等），「高等学校の事例―法的論争問題  少年法の授業」同 74
頁以下〔高林賢治〕（少年法），「高等学校の事例―法的論争問題  外国人参政権の授

業」同 84 頁以下〔橋本康弘〕（地方参政権等），「小学校高学年の事例―「責任」って

何だろう？」同 106 頁以下〔小林秀行〕（刑事責任等）。  
( 2 4 6 )  橋本ほか・前掲注 (245)96 頁以下〔菊池八穂子〕。  
( 2 4 7 )  橋本ほか・前掲注 (245)98-103 頁〔菊池八穂子〕。  
( 2 4 8 )  橋本ほか・前掲注 (245)115 頁以下〔大橋巌〕。  
( 2 4 9 )  橋本ほか・前掲注 (245)115 頁〔大橋巌〕は，この教材が属する単元の目標を，不

正に対する公正な対応（匡正的正義）の目的と手段を理解させること等であるとする。  
( 2 5 0 )  橋本ほか・前掲注 (245)116-119 頁〔大橋巌〕。  
( 2 5 1 )  橋本ほか・前掲注 (245)124 頁以下〔永田賀保〕。  

基準を考え，次に，複数人（指示者・

実行者）が関与している万引き事例

をもとに，誰に対してどのようなペ

ナルティを与えれば公正な対応をし

たといえるかを検討すること等であ

り，教材の目標は，集団の中で，正

義を重んじ公正な解決をしていこう

とする態度を養うこと等（匡正的正

義 ( 2 4 9 )というＢ原理階層に属する事

項）である ( 2 5 0 )。  
円柱モデルでは，「正義」という概

念から「ペナルティの在り方（適正）」

を考察するという点で [Ｂ→Ｂ ]思考
に，その考察をもとにして具体事案

の公正な解決の在り方を検討する点

で  [Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。  
刑法の条文（窃盗罪や教唆犯など）

に触れることも考えられるが，その

ようなことは予定されていない。  
 
③「中学校の事例 2―キャプテンを

決めよう」 ( 2 5 1 )  
教材の内容は，公式戦経験や実力，

練習態度等の点において様々な特徴

を有する複数の控え選手の中から誰

を大会のレギュラーメンバーに選出

するかという部活での問題をグルー

プで話し合い，また，自身がそのキ

ャプテンである場合，キャプテンと

してチーム全体が納得できるように
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するためにはどのようなことを行う

べきかを検討すること等であり，教

材の目標は，事例に対する解決策を

主体的に作成しようとする態度を養

うこと，法やきまりについての意義

を理解し，集団生活の秩序と規律を

自ら高めていこうとする意欲を養う

こと等（ルールの存在意義というＢ

原理階層に属する事項）である ( 2 5 2 )。 
円柱モデルでは，必要性や能力，

適格性という観点を踏まえた自己の

率直な感覚に基づいて具体事案の解

決方法を検討する点で [Ｂ→Ｃ ]思考
に相当する。  

教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 

④「小学校の事例―町の問題を解

決しよう「減らそう放置自転車大

作戦！」」 ( 2 5 3 )  
教材の内容は，放置自転車問題に

ついて，誰が困る問題なのかを確認

し，「取り締まり」，「呼びかけ（啓発

活動）マナー向上」「駐輪場の建設」

という 3 つのポイントから解決策を

考え，その解決策を相互に評価し，

ブラッシュアップすること等であり，

教 材 の 目 標 は ，放置自転車問 題 を

様々な立場から捉え，合理的でより

よい解決策について自分の考えをも

つこと等（公平，公正というＢ原理

階層に属する事項）である ( 2 5 4 )。  

 
( 2 5 2 )  橋本ほか・前掲注 (245)125-128 頁〔永田賀保〕。  
( 2 5 3 )  橋本ほか・前掲注 (245)133 頁以下〔白木一郎〕。  
( 2 5 4 )  橋本ほか・前掲注 (245)136-140 頁〔白木一郎〕。  
( 2 5 5 )  教材の背景として放置自転車問題についての条例等を紹介しているにもかかわら

ず（橋本ほか・前掲注 (245)135 頁），授業案ではその点に触れていない。  
( 2 5 6 )  橋本ほか・前掲注 (245)143 頁以下〔向当誠隆〕。  
( 2 5 7 )  橋本ほか・前掲注 (245)145-149 頁〔向当誠隆〕。  
( 2 5 8 )  教材の背景として，景観権や環境権（憲法 25 条（生存権），憲法 13 条（幸福追求

権）との関係性）及び国立マンション判決に言及しているにもかかわらず（橋本ほか・

前掲注 (245)143-144 頁〔向当誠隆〕），授業案ではその点に触れていない。  

円柱モデルでは，他者と意見交換

しつつ自己の率直な感覚に基づいて

具体事案の解決方法を検討する点で

[Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。  
放置自転車に 関 す る 条例の 内 容

等を紹介することも考えられるが，

そのようなことは予定されていない
( 2 5 5 )。  

 
⑤「中学校の事例―マンション建

設を変更する解決案をつくろう」
( 2 5 6 )  
教材の内容は，マンション建設を

巡る建設業者と近隣住民の対立事例

をもとに，住民側の立場から，階数

や損失補償等の点について妥協点を

探り，解決案を考え，業者側と交渉

すること等であり，教材の目標は，

住人が景観権を守るために，マンシ

ョン建設業者を納得させる解決案を

提案すること等（公平，公正という

Ｂ 原 理 階 層 に 属 す る 事 項 ） で あ る
( 2 5 7 )。  

円柱モデルでは，他者と意見交換

しつつ自己の率直な感覚に基づいて

具体事案の解決方法を検討する点で

[Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。  
憲法の条文（景観権に関連するも

の）や関係判例に触れることも考え

られるが，そのようなことは予定さ

れていない ( 2 5 8 )。  
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⑵  横浜市教 育委員 会小中 学校

教育課編『「法教育」に関する実

践研究報告書』 ( 2 5 9 )  
①「東京校外学習のきまりを考えよ

う」 ( 2 6 0 )  
教材の内容は，校外学習を行うに

あたって，仮にきまりがなかったら

どのような問題があるかを検討し，

それをもとに学年のきまりを策定す

ること等であり，教材の目標は，社

会生活におけるルールについて，自

分たちの問題として考えることがで

きるようにすること等（ルールの捉

え方，ルールの存在意義というＢ原

理階層に属する事項）である ( 2 6 1 )。  
円柱モデルでは，自己の率直な感

覚からルールの必要性等を導くとい

う点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，トラブルの

発生を予防するためにルールを自ら

策定す る と い う 点 で [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]
思考に相当する。  

教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
②「街でよくみるマナー違反ルール

違反」 ( 2 6 2 )  
教材の内容は，街で見られるマナ

ー違反やルール違反を見つけ出し，

それらについてマナーの問題か，ル

 
( 2 5 9 )  横浜市教育委員会小中学校教育課編『「法教育」に関する実践研究報告書』（横浜

市教育委員会，2007）。なお，次の教材にはそれぞれカッコ内に示すＡ知識階層に属す

る事項が含まれているため，原理性ドグマが発現している教材ではないと判断した。

「もうすぐはじまる裁判員制度」同 6 頁以下〔鈴木浩〕（裁判員制度），「憲法って何？」

同 16 頁以下〔三獄昌幸〕（憲法 18 条等），「賢い消費者になろう」同 42 頁以下〔岡本

覚＝久保田紀久江〕（消費者基本法等），「裁判の実際と裁判員制度」同 46 頁以下〔三

嶽昌幸〕（裁判員制度），「ルールづくりの授業」同 48 頁以下〔石川博〕（実際の法令等），

「法律をつくろう」同 66 頁〔長島和広〕（民法などの法律），「ルールづくりから模擬

裁判（劇）・裁判員制度へ」同 76 頁以下〔山本英輔〕（民事裁判・刑事裁判等），「模擬

裁判形式の授業展開」同 88 頁以下〔千田晴久〕（裁判制度等）。  
( 2 6 0 )  横浜市教育委員会小中学校教育課・前掲注 (259)24 頁以下〔森康昭〕。  
( 2 6 1 )  横浜市教育委員会小中学校教育課・前掲注 (259)24-25 頁〔森康昭〕。  
( 2 6 2 )  横浜市教育委員会小中学校教育課・前掲注 (259)32 頁以下〔鈴木浩〕。  
( 2 6 3 )  横浜市教育委員会小中学校教育課・前掲注 (259)32 頁〔鈴木浩〕。  
( 2 6 4 )  横浜市教育委員会小中学校教育課・前掲注 (259)56 頁以下〔鬼丸玲子〕。  

ールの問題か，大人の問題か，子ど

もの問題かで位置づけを行い，その

マナー違反又はルール違反をどのよ

うにすればなくすことができるかを

話し合うこと等であり，教材の目標

は，身近なルール，マナー違反を自

覚し，その解決方法を考える（ルー

ルの見直しなどを行う）ことで，法

と自分との関わりで捉えられるよう

にすること等（ルールの捉え方等と

いうＢ原理階層に属する事項）であ

る ( 2 6 3 )。  
円柱モデルでは，具体的なトラブ

ルがマナーの問題かルールの問題か

を検討する点で [Ｂ→Ｃ ]思考に，そ

れらの問題を解決するための方策を

検 討 す る と い う 点 で [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]
思考に相当する。  

関係法令（迷惑防止条例や道路交

通法等）に触れることもあり得るが，

そのようなことは予定されていない。 
 
③「ルールづくり」 ( 2 6 4 )  

教材の内容は，地域に大型アミュ

ーズメント施設ができたという事例

をもとに，まずは利害関係人ごとに

考え得るルール（営業時間，中高生

の利用の可否，騒音，ごみや交通渋

滞など）を策定し，次にそのルール
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をできるだけ統合し，最後にそのル

ールを評価すること等であり，教材

の目標は，社会生活を円滑にするた

めのルールに対する関心を高めるこ

と，話し合いを通じて，関係する人々

の利害が得られるように調整を図る

こと等（ルールの捉え方，ルールの

正当化要件，公平等というＢ原理階

層に属する事項）である ( 2 6 5 )。  
円柱モデルでは，具体的なトラブ

ルを解決するためのルールを自ら策

定す る と い う 点 で [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思
考に相当する。  

関係法令（大規模小売店舗立地法

など）に触れることもあり得るが，

そのようなことは予定されていない。 
 
⑶  江口勇治＝磯山恭子編『小学

校の法教育を創る』 ( 2 6 6 )  
①「がっこうには，どんなルールが

あるのだろう？」 ( 2 6 7 )  
教材の内容は，学校のルールを分

類すること（安全，時間，勉強，生

活），学校以外のルールも分類し，ス

ポーツのルールがなぜ存在するか，

ルールを守らない人がなぜいるのか

を検討すること，交通安全のルール

を確認し，なぜそれを守る必要があ

るか，警察が取り締まるのはなぜか

を検討すること，警察の他にルール

 
( 2 6 5 )  横浜市教育委員会小中学校教育課・前掲注 (259)56-59 頁〔鬼丸玲子〕。  
( 2 6 6 )  江口勇治＝磯山恭子編『小学校の法教育を創る』（東洋館出版社， 2008）。なお，

次の教材にはそれぞれカッコ内に示すＡ知識階層に属する事項が含まれているため，

原理性ドグマが発現している教材ではないと判断した。「「きまりに気づく」「きまりを

守る」」同 78 頁以下〔臼井忠雄〕（道路交通法），「情報とわたし」同 102 頁以下〔米津

英郎〕（プライバシー），「憲法とわたしたちの暮らし」同 113 頁以下〔窪直樹〕（日本

国憲法），「本の世界を広げよう・深めよう」同 130 頁以下〔鎌田和宏〕（裁判），「身の

回りの約束事を見つけよう」同 140 頁以下〔中川壮一〕（製造物責任法等）。  
( 2 6 7 )  江口ほか・前掲注 (266)58 頁以下〔都留覚〕。  
( 2 6 8 )  江口ほか・前掲注 (266)60-66 頁〔都留覚〕。  
( 2 6 9 )  同書の他の教材でも交通ルールを扱っているが，そこでは道路交通法に触れられ

ていること（例えば，江口ほか・前掲注 (266)83 頁〔臼井忠雄〕）と対照的である。  
( 2 7 0 )  江口ほか・前掲注 (266)68 頁以下〔山下真一〕。  

を守らせている人を挙げ，その人は

どのようなルールを守らせているか，

なぜ守らせることができているのか

を検討すること，自分たちの生活で

困っている事項を挙げ，それを解決

するにはどのようなルールがあると

よいかを検討すること等であり，教

材の目標は，様々なルールを守りな

がら生活することが大切であること

に気づくこと，ルールの必要性や正

当性について考えを出し合うこと等

（ルールの捉え方，ルールの在り方，

ルールの存在意義等というＢ原理階

層に属する事項）である ( 2 6 8 )。  
円柱モデルでは，自己の率直な感

覚からルールの必要性等を導くとい

う点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，日常の困り

ごとを解決するためのルールを自ら

策定す る と い う 点 で [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]
思考に相当する。  
交通ルール や警察の 存 在 理由と

して関係法令（道路交通法，警察官

職務執行法）の存在に触れることも

あり得るが，そのようなことは予定

されていない ( 2 6 9 )。  
 
②「公園で遊ぼう！」 ( 2 7 0 )  

教材の内容は，公園とはどのよう

な場所かを話し合い，遊ぶ計画を立

て，実際に公園で遊ぶこと，「公平」
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の考え方を確認した上で「どうする

ことが公平なのだろう？」という話

（木を登ってはいけないというルー

ルを破った子供に母親が罰を与える）

を読み，母親の対応が公平なものか

どうかを検討すること，その際，公

園のルールと関連させて，ルールの

必要性を考えさせること等であり，

教材の目標は，不正に対して公平に

対応することの大切さに気づくとと

もに，身近な生活の中でルールが必

要であることを考えること等（正義，

公平，ルールの捉え方，ルールの存

在意義等というＢ原理階層に属する

事項）である ( 2 7 1 )。  
円柱モデルでは，「公平」とは何か

を確認するという点で [Ｂ ]に，公平

という概念をもとに具体事案（物語）

における登場人物の対応の適否を判

断するという点で [Ｂ→Ｃ ]思考に相

当する。  
教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
③「ごみ出しルールを考えよう」( 2 7 2 )  

教材の内容は，分別されていない

ごみ集積所の写真を見て，分別を行

わないとどういう事態になるかを考

えること（収集車がごみを持ってい

かないので，近隣の家にごみのにお

いが来る，環境が悪くなるなど），自

分が町内会の人になったとして，ど

ういうルールを策定するかを検討す

ること等であり，教材の目標は，主

体的にルールを守ったり，作ったり

して，法的に社会参加する意欲や態

 
( 2 7 1 )  江口ほか・前掲注 (266)70-72 頁〔山下真一〕。  
( 2 7 2 )  江口ほか・前掲注 (266)90 頁以下〔長谷川康男〕。  
( 2 7 3 )  江口ほか・前掲注 (266)91-97 頁〔長谷川康男〕。  
( 2 7 4 )  江口ほか・前掲注 (266)151 頁以下〔小林将太〕。  
( 2 7 5 )  江口ほか・前掲注 (266)153-156 頁以下〔小林将太〕。  

度を形成すること等（ルールの存在

意義等というＢ原理階層に属する事

項）である ( 2 7 3 )。  
円柱モデルでは，ごみ問題を解決

するためにルールを自ら策定すると

い う 点 で [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考に相当

する。  
教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
④「道徳と法とともに生きる」 ( 2 7 4 )  

教材の内容は，「ジョーンズさん

のディレンマ」という話（急病の子

を病院に搬送するためやむを得ず他

者から車を強奪し，逮捕される）を

読み，自分が主人公だったらどうい

う行動を取るかを考えること，なぜ

主人公が逮捕されたのかを検討し，

逮捕は道徳規範に基づき作られた法

に触れた結果であることを理解した

上で，なぜ法が存在するのか，救急

車を呼ぶという選択肢の利点を検討

し，法と道徳規範の関係性を理解す

ること，「法に従いさえすれば十分か」

という問いについて検討すること等

であり，教材の目標は，道徳規範が

どのような価値に基づいて作られ守

られているのかを理解すること，法

が何に基づきどのような手続で作ら

れるかを理解し，法規範が生活の中

にどのように存在するのかを理解す

ること，道徳規範と法規範の関係を

考えること等（法原理・価値，ルー

ルの捉え方，ルールの存在意義等と

いうＢ原理階層に属する事項）であ

る ( 2 7 5 )。  
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円柱モデルでは，具体的な物語を

踏まえて自己の率直な感覚から道徳

と法の関係性や存在意義等を導くと

いう点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，具体的な

問題場面における帰結の妥当性を検

討する点で [Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。 
刑法の条文（緊急避難や暴行罪な

ど）に触れることも考えられるが，

そのようなことは予定されていない。 
 
⑤「係活動と話し合い活動を通して

確 認 す る役割と責任の 大切さ 」
( 2 7 6 )  
教材の内容は，係活動についてい

ままでの活動を振り返り，係活動の

意義と必要性を確認すること，学級

を良くする係を決定し，係の担当者

が係活動の目標と活動内容を設定す

ること，係活動を評価し，改善に向

けた意見交換を行うこと等であり，

教材の目標は，一人ひとりが受け持

つ係の仕事は，それぞれが学級生活

を快適に過ごすために必要な活動で

あることを理解すること等（ルール

の存在意義等というＢ原理階層に属

する事項）である ( 2 7 7 )。  
円柱モデルでは，他者と意見交換

しつつ自己の率直な感覚に基づいて

係活動の必要性や活動計画を検討す

 
( 2 7 6 )  江口ほか・前掲注 (266)161 頁以下〔佐藤公〕。  
( 2 7 7 )  江口ほか・前掲注 (266)164-167 頁〔佐藤公〕。  
( 2 7 8 )  江口勇治＝大倉泰裕編『中学校の法教育を創る』（東洋館出版社， 2008）。なお，

次の教材にはそれぞれカッコ内に示すＡ知識階層に属する事項が含まれているため，

原理性ドグマが発現している教材ではないと判断した。「身近な地域の景観から考える

地域のルール」同 90 頁以下〔宮崎沙織〕（所有権），「権威や法・ルールの「見方・考え

方」を習得する歴史学習」同 101 頁以下〔関谷文宏〕（班田収授法），「「憲法の精神」

をもつ主権者を育てる」同 114 頁以下〔館潤二〕（民主主義等），「私たちと司法」同 125
頁以下〔吉田俊弘〕（民法 709 条等），「私法と消費者保護」同 138 頁以下〔岡田智行〕

（契約の成立要件等），「法と国語」同 152 頁以下〔飯田和明〕（日本国憲法），「わたし

たちの生活と情報モラル」同 163 頁以下〔毛利靖〕（著作権等），「消費生活における法」

同 173 頁以下〔中川壮一〕（契約の成立要件等），「障害者を取り巻く社会環境と法」同

194 頁以下〔柴﨑功士〕（福祉制度等）。  
( 2 7 9 )  江口ほか・前掲注 (278)183 頁以下〔賞雅枝子〕。  
( 2 8 0 )  江口ほか・前掲注 (278)185-191 頁〔賞雅枝子〕。  

る点で [Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。  
教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
⑷  江口勇治＝大倉泰裕編『中学

校の法教育を創る』 ( 2 7 8 )  
①「道徳教育の実践と法教育」 ( 2 7 9 )  

教材の内容は， 3 つの話（席替え

におけるくじ引きで不正行為が発生

する話，新しく開発された町で住民

が自治会の規則を守らないでいると

幼女が交通事故に遭ってしまう話，

五千円を拾った少年がその場では駅

員に届けなかったが翌日その五千円

を寄付する話）を扱い，それぞれの

テーマについて考えを深めること等

であり，教材の目標は，集団の向上

のために自己の力を発揮する態度を

養うこと，きまりの意義と社会の秩

序の関係を学ぶこと，規範意識の醸

成のための指導を行うこと等（ルー

ルの捉え方，ルールの存在意義等と

いうＢ原理階層に属する事項）であ

る ( 2 8 0 )。  
円柱モデルでは，具体的な物語を

もとに規律の必要性等を導くという

点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，その検討結果

を踏まえて当該物語における登場人

物の行動の適否を検討するという点
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で  [Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。  
交通法規や遺失物横領罪に触れ

ることもあり得るが，そのようなこ

とは予定されていない。  
 
②「特別活動におけるルールづくり」

( 2 8 1 )  
教材の内容は，「サバイバルゲー

ム」という架空事例について全員が

生き残るためのルールを作ること，

修学旅行でのトラブルを想定し，ど

のように解決するかを考えること，

ルールがなぜ必要か，正しいルール

とはどのようなものか，正しいルー

ルができたときにどうしなければな

らないかを考えること，レクリエー

ションのルールを作ること等であり，

教材の目標は，ルール作りやルール

違反があったときの対応の仕方を身

につけること，状況により民主的な

話し合いによってルールを変えるこ

とができることを理解すること，公

正なルールとは何かを考え，民主的

方法によりつくられたルールは守る

責任が あ る こ と を 理解す る こ と 等

（ルールの捉え方，ルールの存在意

義，ルールの正当化要件等というＢ

原理階層に属する事項）である ( 2 8 2 )。 

 
( 2 8 1 )  江口ほか・前掲注 (278)204 頁以下〔髙橋恒明〕。  
( 2 8 2 )  江口ほか・前掲注 (278)207-211 頁〔髙橋恒明〕。  
( 2 8 3 )  日弁連市民のための法教育委員会編著『小学校のための法教育 12 教材』（東洋館

出版社，2017）。なお，次の教材にはそれぞれカッコ内に示すＡ知識階層に属する事項

が含まれているため，原理性ドグマが発現している教材ではないと判断した。「約束は

絶対に守らなければならないの？」同 36 頁以下（公序良俗等），「他人の権利を尊重す

ること」同 48 頁以下（財産権等），「リーダーを選ぼう！」同 88 頁以下（選挙制度），

「みんなで決めていいこと，だめなこと」同 116 頁以下（民主主義），「正義ってなん

だろう？」同 140 頁以下（裁判員裁判），「「正しい決め方」を決めよう」同 152 頁以下

（裁判手続）。また，「本当に犯人？  三角ロジックで考えてみよう」同 164 頁以下は，

Ａ知識階層に属する事項を扱っておらず，かつ，理論的思考力や多角的な見方の習得

（Ｂ実践階層に属する事項）を目的としているものの（同 164 頁），他方，事実認定と

いうＣ実践階層に属する事項を扱い（二３⑷参照），この点に重きを置いている。した

がって，この教材は，原理性ドグマが発現している他の教材と性質が異なることから，

ここでは取り上げないこととした。  
( 2 8 4 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)16 頁以下。  

円柱モデルでは，具体的なトラブ

ルを想定してルールの必要性を導く

という点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，その予

防のためにルールを自ら策定すると

い う 点 で [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考に相当

する。  
教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
３ 法律関係者が作成した教材  
⑴  日弁連市民の た め の 法 教 育

委員会編著『小学校のための法

教育 12 教材』 ( 2 8 3 )  
①「約束をする・約束を守る」 ( 2 8 4 )  

教材の内容は，約束事のうち「頼

みごと」を例に挙げ，頼みごと（給

食当番の交代）を巡るトラブルをも

とにして，約束をするもしないも自

由であり，いったん約束をしたら守

らなければならないことを理解する

こと，カードゲーム（チョコレート

を手に入れるために旅の商人に条件

を提示する）を通じて約束をする際

の交渉の重要性を理解すること等で

あり，教材の目標は，契約は自由に

できること，いったん約束をした以

上はそれを守らなければならないこ

とを理解すること等（契約自由の原



東北ローレビュー Vol.15 (2026. January) 

法教育の実相―法教育の原理性と法的思考・リーガルマインド(2) 

     （煙山正大）148 

則，自己責任の原則，個人の自律，

自他の尊重 ( 2 8 5 )等というＢ原理階層

に属する事項）である ( 2 8 6 )。  
円柱モデルでは，具体事例につい

ての検討をもとに自己の率直な感覚

から約束の自由の意義等を導くとい

う点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，約束の自由

という考え方に基づき具体的な契約

交渉というロールプレイングを行う

という点で [Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。 
民法の条文（契約関係）に触れる

ことも考えられるが，そのようなこ

とは予定されていない。  
 
②「「もめごと」の解決方法」 ( 2 8 7 )  

教材の内容は，本の貸し借りを巡

るトラブルについて，当事者双方の

気持ちを踏まえて調停案を考えるこ

と等であり，教材の目標は，間に入

る第三者として紛争当事者の心情に

よく耳を傾け，紛争の原因等を正確

に確認すること，解決方法を創造的

に考える技能を身に つ け る こ と 等

（公平・公正，個人の自律，自他の

尊重 ( 2 8 8 )等というＢ原理階層に属す

る事項）である ( 2 8 9 )。  
円柱モデルでは，当事者双方の話

を聞いた上での自己の率直な感覚か

ら紛争の解決方法（調停案）を検討

 
( 2 8 5 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)13 頁は，この教材は「法的な価値」

として「個人の自律（自分自身のことや自分と他者の関係を自分で決められること）」

と「自他の尊重（自分についても他者についても生命・身体・人格などの重要な権利を

互いに尊重し合うべきこと）」の養成を意図していると解説する。  
( 2 8 6 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)16 頁， 19-20 頁， 23-24 頁。  
( 2 8 7 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)64 頁以下。  
( 2 8 8 )  前掲注 (285)参照。  
( 2 8 9 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)64 頁， 68-71 頁。  
( 2 9 0 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)76 頁以下。  
( 2 9 1 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)13 頁は，この教材は「法的な価値」

を踏まえて政策決定に参加できる資質・能力を育むとし，そこでの「重要な法的価値」

である「民主主義と立憲主義」の理解を意図していると解説する。  
( 2 9 2 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)14 頁は，この教材は「権威」の理

解を意図していると解説する。  
( 2 9 3 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)76 頁， 80-81 頁， 84-85 頁。  

するという点で [Ｂ→Ｃ ]思考に相当

する。  
民法の条文（使用貸借契約など）

に触れることも考えられるが，その

ようなことは予定されていない。  
 
③「なぜ「きまり」を守らなければ

ならないの？」 ( 2 9 0 )  
教材の内容は，きまりや約束に関

することを思い出し，そのきまりを

守ることでどのような良いことがあ

るか，そのきまりがなかったらどう

なるかを考えること，スポーツにお

いて審判に選ばれた人の言うことに

はなぜ従わなくてはいけないのかを

考えること，警察官のように社会の

中できまりに従わせる立場の人（権

威者）がいないかを考え，きまりの

必要性と権威の必要性を確認するこ

と等であり，教材の目標は，社会生

活におけるきまりの必要性に気づく

こと，そのきまりが何を保護しよう

としているのか，そのきまりに従わ

せる正当な力の存在がどこにあるの

かを理解すること等（ルールの捉え

方，ルールの存在意義，民主主義，

立憲主義 ( 2 9 1 )，権威 ( 2 9 2 )等というＢ原

理階層に属する事項）である ( 2 9 3 )。  
円柱モデルでは，自己の率直な感
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覚からきまりの必要性や権威の必要

性等を導くという点で [Ｂ→Ｂ ]思考
に相当する。  
交通ルール や警察官の職務な ど

に関して関係法令（道路交通法，警

察官職務執行法）に触れることも考

えられるが，そのようなことは予定

されていない。  
 
④「ルールづくり」 ( 2 9 4 )  

教材の内容は，休み時間に行うド

ッジボールを通じて，ルールの必要

性（試合を公平で，楽しく，安全に

できるようにするものであること）

を考え，さらに，班で議論を行って

オリジナルのルールを作ること等で

あり，教材の目標は，遊びの場でも

ルールが存在することに気づくこと，

遊びのルールは，公平に楽しく安全

に遊ぶために存在していることを理

解すること，ルールは自分で作れる

ものであり，よりよくできるもので

あることを理解すること等（ルール

の捉え方，ルールの存在意義，民主

主義，立憲主義 ( 2 9 5 )，ルールの正当化

要件 ( 2 9 6 )等というＢ原理階層に属す

る事項）である ( 2 9 7 )。  
円柱モデルでは，自己の率直な感

覚からルールの必要性等を導くとい

う点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，その検討を

踏まえてルールを自ら策定する点で  
[Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考に相当する。  

 
( 2 9 4 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)100 頁以下。  
( 2 9 5 )  前掲注 (291)参照。  
( 2 9 6 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)14 頁は，この教材は「「きまり・

ルール」が一般的に備えていなければならない最低限の条件」の理解を意図している

と解説する。  
( 2 9 7 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)100 頁， 103-104 頁， 107-109 頁。 
( 2 9 8 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)130 頁以下。  
( 2 9 9 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)14 頁は，この教材は「配分的正義

（公平あるいは結果の公正）」の理解を意図していると解説する。  
( 3 0 0 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)130， 133-134， 136-137 頁以下。  

教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
⑤「なにが公平・不公平？」 ( 2 9 8 )  

教材の内容は，兄弟において，家

に 1 つだけあるカップラーメンをど

ちらが食べるべきか，絵具とクレヨ

ンをどちらが使うべきか，デザート

をどちらが多く食べてよいかという

事例において，公平の観点から，ど

ちらがなぜ利益を受けることが正当

化されるのかを検討すること，次に，

学校において，スペースに限りのあ

る体育館をどの学級がどれくらい使

うのがよいかを検討すること等であ

り，教材の目標は，公平とは利益や

負担の分け方の問題であることに気

づくこと，公平か否かを判断する基

準を理解すること等（公平，配分的

正義 ( 2 9 9 )等というＢ原理階層に属す

る事項）である ( 3 0 0 )。  
円柱モデルでは，日常的な場面で

の実感をもとに公平の内実を考察す

る点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，公平の概念

をもとにして具体事案の解決方法を

検討する点で [Ｂ→Ｃ ]思考に相当す

る。  
教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
⑵  日弁連市民の た め の 法 教 育

委員会編著『中学校のための法
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教育 11 教材』 ( 3 0 1 )  
① 「 ボ ー ル の 奪 い 合 い が 始 ま っ

た！？」 ( 3 0 2 )  
教材の内容は， 1 個のバスケット

ボールを奪い合っている友人同士の

トラブルについて，双方の気持ちを

踏まえて調停案を考えること等であ

り，教材の目標は，第三者として紛

争に関わることの意義を理解するこ

と，効率的かつ公正な紛争解決がで

きるようにすること等（公正，個人

の自律，自他の尊重 ( 3 0 3 )等というＢ

原理階層に属する事項）である ( 3 0 4 )。 
円柱モデルでは，効率や公正とい

う 原 理 に基づ い て紛争の解決方法

（調停案）を検討するという点で [Ｂ
→Ｃ ]思考に相当する。  

教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
②「どうすれば公平に分けられる？」

( 3 0 5 )  
教材の内容は，10 個のプチシュー

クリームを 3 人でどう分けるかを考

えること，学校の部活動をめぐる部

費，清掃係の負担，グラウンドの使

 
( 3 0 1 )  日弁連市民のための法教育委員会編著『中学校のための法教育 11 教材』（東洋館

出版社，2018）。なお，次の教材にはそれぞれカッコ内に示すＡ知識階層に属する事項

が含まれているため，原理性ドグマが発現している教材ではないと判断した。「契約を

する・契約を守る」同 16 頁以下（契約の成立要件等），「契約は，いつでも守らなけれ

ばならないの？」同 32 頁以下（契約の成立要件等），「私が加害者？」同 46 頁以下（実

際の裁判例），「ソレイユ国物語」同 74 頁以下（三権等），「本町夏祭り 出店のルール

を考えよう！」同 88 頁以下（大気汚染防止法等），「みんなのことの決め方は？」同 104
頁以下（民主主義等），「盗み食いしたら罰金 10 万円！これって正しいの？」同 128 頁
以下（労働基準法 16 条等），「裁判を経験してみよう」同 158 頁以下（刑事裁判）。  
( 3 0 2 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (301)58 頁以下。  
( 3 0 3 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (301)12 頁は，この教材は「法的な価値」

として「個人の自律（自分自身のことや自分と他者の関係を自分で決められること）」

と「自他の尊重（自分についても他者についても生命・身体・人格などの重要な権利を

互いに尊重し合うべきこと）」の養成を意図していると解説する。  
( 3 0 4 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (301)58 頁， 62-65 頁。  
( 3 0 5 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (301)116 頁以下。  
( 3 0 6 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (301)116 頁， 120-121 頁， 124-125 頁。 
( 3 0 7 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (301)142 頁以下。  

用に係る配分が公平か否かを考える

こと，村長として，村に医者を呼ぶ

ときにその費用を誰がどのように負

担するべきかを考えること等であり，

教材の目標は，実質的公平の考え方

を理解すること等（実質的公平等と

いうＢ原理階層に属する事項）であ

る ( 3 0 6 )。  
円柱モデルでは，日常的な場面で

の実感をもとに実質的公平の内実を

考察する点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，実質

的公平という原理に基づいて具体的

な紛争を解決するための検討を行う

点で [Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。 

教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
③「オリンピック代表選手は誰だ？」

( 3 0 7 )  
教材の内容は，スポーツクラブ内

に防犯カメラを設置するときにどの

ような手続を経るべきかを考えるこ

と，ボクシングで事前予告なく体重

を量ることが正当なのかを考えるこ

と，ドーピング検査で失格になって

しまった選手について，その手続に
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問題がなかったかを検討すること等

であり，教材の目標は，社会的に物

事を決めるには手続的正義が守られ

なければいけないことを理解するこ

と等（手続的正義 ( 3 0 8 )等というＢ原

理階層に属する事項）である ( 3 0 9 )。  
円柱モデルでは，常識や素直な感

覚をもとに手続的正義の意義を導出

するという点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，手

続的正義という概念をもとに具体事

例を検討するという点で [Ｂ→Ｃ ]思
考に相当する。  
憲法の条文（適正手続など）に触

れることも考えられるが，そのよう

なことは予定されていない。  
 
⑶  関弁連編『法教育教材 わた

したちの社会と法』 ( 3 1 0 )  
①「損害の公平な分担」 ( 3 1 1 )  

教材の内容は，ある生徒が学校へ

の持込みが禁止されているゲーム機

を持ち込み，学校内でそれが壊され

 
( 3 0 8 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (301)14 頁は，この教材は「手続的正義」

の理解を意図していると解説する。  
( 3 0 9 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (301)142 頁， 146-147 頁， 152-153 頁。 
( 3 1 0 )  関弁連編『法教育教材 わたしたちの社会と法』（商事法務， 2018）。なお，次の

教材にはそれぞれカッコ内に示すＡ知識階層に属する事項が含まれているため，原理

性ドグマが発現している教材ではないと判断した。「個人の尊厳」同 15 頁以下（憲法

13 条等），「平等」同 27 頁以下（憲法 14 条），「事実認定と証拠」同 80 頁以下（刑事裁

判），「基本的人権の尊重と公共の福祉」同 110 頁以下（基本的人権等），「基本的人権

と調整原理」同 120 頁以下（表現の自由等），「新しい人権」同 132 頁以下（日本国憲

法等），「交渉と紛争解決の方法」同 145 頁以下（訴訟手続）。また，「情報の話の信用

性を考える」同 67 頁以下は，Ａ知識階層に属する事項を扱っておらず，かつ，適正な

議論・判断を行うために各自の意見・判断の基となる情報の信用性を吟味できるよう

にすること（Ｂ実践階層に属する事項）を目的としているものの（同 71 頁），他方で，

事実認定というＣ実践階層に属する事項を扱い（二３⑷参照），この点に重きを置いて

いる。したがって，この教材は，原理性ドグマが発現している他の教材と性質が異な

ることから，ここでは取り上げないこととした。  
( 3 1 1 )  関弁連・前掲注 (310)41 頁以下。  
( 3 1 2 )  関弁連・前掲注 (310)41 頁は，紛争を適切に解決するためには「配分的正義」，「匡

正的正義」等という多角的な視点が必要となると解説する。  
( 3 1 3 )  関弁連・前掲注 (310)42-44 頁。  
( 3 1 4 )  この教材が題材とする事例については，法律的な観点からの分析例として，民法

709 条や同法 722 条 2 項に基づく詳細な検討内容が紹介されている。関弁連・前掲注

(310)54 頁以下。  
( 3 1 5 )  関弁連・前掲注 (310)59 頁以下。  

てしまったという事例をもとに，関

係者がどのように損害を分担すべき

かを検討すること等であり，教材の

目標は，どのような解決を図ること

が正義・公正に適うのかを検討する

ことを通して，「公平」の意味を考え

ること等（配分的正義，匡正的正義
( 3 1 2 )等というＢ原理階層に属する事

項）である ( 3 1 3 )。  
円柱モデルでは，正義や公正とい

う原理に基づいて具体的な紛争を解

決するための検討を行う点で [Ｂ→
Ｃ ]思考に相当する。  
民法の条文（不法行為責任など）

に触れることも考えられるが ( 3 1 4 )，

そのようなことは予定されていない。 
 
②「ルール評価」 ( 3 1 5 )  

教材の内容は，スマホ・携帯電話

を駅構内で使用することを全面的に

禁止する架空の条例について，目的

の合理性や手段の相当性等を検討す
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ること等であり，教材の目標は，法

やルールが妥当であるか検証する過

程を体験することによって，必要と

なる事実に基づき判断するという思

考過程の基礎作りをすること（ルー

ルの正当化要件等というＢ原理階層

に属する事項）である ( 3 1 6 )。  
円柱モデルでは，感情ではなく事

実を前提とする自己の率直な感覚に

基づいて条例の改正案を検討する点

で [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考に相当する。  
過剰な規制 に よ る 人権制約の 問

題として憲法の条文や関係判例に触

れることも考えられるが，そのよう

なことは予定されていない。  
 
③「多数決と民主主義」 ( 3 1 7 )  

教材の内容は，修学旅行先の候補

選びを素材として，決定事項によっ

てどのような決定方法が適切なのか

を考えること，多数決で決めてはい

けないこと，決定の際に考慮すべき

ことを確認すること等であり，教材

の目標は，多数決という意思決定方

法によっても決定する内容には限界

があること，多数決をする前提とし

て十分な議論が必要であることを理

解すること等（集団における意思決

定方法，多数決の限界等というＢ原

理階層に属する事項）である ( 3 1 8 )。  
円柱モデルでは，日常的な場面で

 
( 3 1 6 )  関弁連・前掲注 (310)42-44 頁。  
( 3 1 7 )  関弁連・前掲注 (310)92 頁以下。  
( 3 1 8 )  関弁連・前掲注 (310)93-95 頁。  
( 3 1 9 )  関弁連・前掲注 (310)100 頁以下。  
( 3 2 0 )  関弁連・前掲注 (310)100 頁は，この教材は選挙で投票する際に必要となる多角的

思考の前段階となる思考過程に重点をおいた授業であると解説する。この思考過程は，

合理性，論理性を内容とするものであると解されること（前提条件を確認し，その条

件に適合するものを選択すること。同 101 頁）から，それ自体が直ちに法固有の原理・

価値とはいいがたいものの，これらが当然に前提としている内容であるとも考えられ

ることから，ここではＢ原理階層に属する事項であると整理した。  
( 3 2 1 )  関弁連・前掲注 (310)101-103 頁。  

の実感をもとに適正な決定方法の在

り方を考察する点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，

それを踏まえて修学旅行の候補地を

皆で決定するという点で [Ｂ→Ｃ ]思
考に相当する。  

教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
④「代表者を選ぶときに考えること」

( 3 1 9 )  
教材の内容は，文化祭の実行委員

長を決めるため，文化祭を実行する

ために必要なもの，実行委員長の仕

事を具体的に想定し，どのような人

物を選出すべきかを検討すること等

であり，教材の目標は，民主主義の

根幹ともなる選挙において代表を選

ぶ思考過程 の基礎作 り を す る こ と

（多角的思考の前段階となる思考過

程 ( 3 2 0 )等というＢ原理階層に属する

事項）である ( 3 2 1 )。  
円柱モデルでは，多角的思考の考

え方をもとに文化祭の実行委員長と

して誰がふさわしいかを検討すると

いう点で [Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。  
教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 

４ その他の教材  
⑴  法教育推進協議会「私法分野

教 育 の充実 と 法 教 育 の更な る
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発展に向けて」 ( 3 2 2 )  
①「約束をすること，守ること」( 3 2 3 )  

教材の内容は，具体的な貸し借り

の事例から，あやふやな約束，相手

に流されてする約束，約束の軽視，

約束の不履行などの問題点に気づか

せ，「約束をすること，守ること」の

意義を整理すること，実社会の中に

たくさんの貸し借りが存在すること

に気付かせ，貸す側，借りる側が得

られるものを考えること，約束を守

ることで双方が利益を受けられるこ

とに気づかせること等であり，教材

の目標は，約束についての関心を高

め，「約束をすること，約束を守るこ

と」について考えさせること，「貸し

借り」について考えさせ，「約束をす

ること，守ること」についての理解

を深めること（契約自由の原則と契

約に伴う責任の意義等のＢ原理階層

に属する事項）である ( 3 2 4 )。  
円柱モデルでは，具体事例の検討

により得られる実感を通じて契約自

由の原則や契約責任の存在意義を導

出するという点で [Ｂ→Ｂ ]思考に相

当する。  
民法の条文（債務不履行責任，使

用貸借契約）に触れることも考えら

れるが，そのようなことは予定され

ていない。  
 

 
( 3 2 2 )  法務省「「私法分野教育の充実と法教育の更なる発展に向けて」について」2009 年
5 月 15 日（ ht tps : / /www.moj .go . jp / sh ingi1 /kanbou_houkyo_kyougika i_shi ryou_top .h tml，最
終閲覧 2025 年 11 月 11 日）。なお，次の教材にはそれぞれカッコ内に示すＡ知識階層

に属する事項が含まれているため，原理性ドグマが発現している教材ではないと判断

した。「「経済活動を支える私法の基本的な考え方及び雇用・労働問題」に関する教材」

（労働基準法等），「「労働と法」に関する教材」（最低賃金制度等）。  
( 3 2 3 )  法務省・前掲注 (322)の「資料 1「約束をすること，守ること」に関する教材」。  
( 3 2 4 )  法務省・前掲注 (322)の「資料 1「約束をすること，守ること」に関する教材」の

「教材」 1-2 枚目。  
( 3 2 5 )  法務省・前掲注 (322)の「資料 3「現代社会をとらえる見方や考え方ときまり・契

約」に関する教材」。  

②「現代社会をとらえる見方や考え

方ときまり・契約」 ( 3 2 5 )  
教材の内容は，ゴミ出しのルール，

騒音，コミュニケーションなどのト

ラブルを抱えたある団地の架空事例

をもとに，各問題を誰がどのように

解決（合意）するのがよいかを検討

すること，騒音の問題について，ど

のようなルールを策定すべきかを考

え，そのルールを「効率」と「公正」

という観点から評価すること，ゴミ

出しのルールについて，新たな問題

が生じたがゆえにルールを守らない

ある住民の行動をどう評価すべきか

を検討し，ルールを変更すべき場合

もあることを学習すること，新たに

この団地に入居した家族内の問題を

解決するにあたって，個人の尊厳と

両性の本質的平等を学ぶこと等であ

り，教材の目標は，対立と合意，効

率と公正といった概念的枠組みを使

い，現代の社会的事象を読み解こう

とする態度を育てること，ルールや

きまりについての関心を高め，社会

生活における物事の決定の仕方，き

まりの意義について考えさせること，

人間は社会的存在であること，個人

の尊厳と両性の本質的平等について

理解させること，契約の重要性やそ

れを守ることの意義及び個人の責任

などに気付かせること等（ルールの
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捉え方，ルールの正当化要件，個人

の尊厳，両性の平等，公正等のＢ原

理階層に属する事項）である ( 3 2 6 )。  
円柱モデルでは，具体的なトラブ

ルを解決するためのルールを効率や

公正という観点から評価し，又は自

ら 策 定 す る と い う 点 で [ Ｂ → Ａ ´→
Ｃ ]思考に相当する。  
民法の条文（不法行為）や憲法の

条文（個人の尊厳，両性の本質的平

等）に触れることも考えられるが，

そのようなことは予定されていない。 
 
⑵  法教育推進協議会『未来を切

り拓く 法 教 育～自由で 公正な

社会のために～』 ( 3 2 7 )  
①「合意形成を図ろう～どこに橋を

作るべきか～」 ( 3 2 8 )  
教材の内容は，架空の離島におい

て，本島（市街地）との連絡橋をど

こに設置すべきか，様々な立場（漁

業関係者，観光関係者など）から利

害を検討し，合意形成を目指すこと

等であり，教材の目標は，自由で公

正な社会の担い手として，課題の解

決に向けて自分自身で考え，その意

見を積極的に分かりやすく述べたり，

自分と異なる見解にも十分配慮して

議論をしたりして，多様な意見・利

 
( 3 2 6 )  法務省・前掲注 (322)の「資料 3「現代社会をとらえる見方や考え方ときまり・契

約」に関する教材」」の「教材」 1-3 枚目。  
( 3 2 7 )  法教育推進協議会『未来を切り拓く法教育～自由で公正な社会のために～』（法教

育推進協議会（法務省），2019）。この教材集は法務省の WEB ページからダウンロード

できる。法務省「高校生を対象とした教材」（ ht tps : / /www.moj .go . jp /house i / sh ihouse ido/  
house i10_00038.h tml，最終閲覧 2025 年 11 月 11 日）。なお，次の教材にはそれぞれカ

ッコ内に示すＡ知識階層に属する事項が含まれているため，原理性ドグマが発現して

いる教材ではないと判断した。「大学入試のアファーマティブ・アクションについて考

えよう」同 34 頁以下（日本国憲法 14 条），「契約とは何か」同 48 頁以下（消費者契約

法等），「民事紛争解決①～民事裁判・けがの責任をめぐって～」同 68 頁以下（民事裁

判等），「民事紛争解決②～模擬調停・臭いをめぐる争い～」同 77 頁以下（民事裁判等），

「刑事模擬裁判～被告人は「犯人」なのか～」同 84 頁以下（裁判員裁判）。  
( 3 2 8 )  法教育推進協議会・前掲注 (327)11 頁以下。  
( 3 2 9 )  法教育推進協議会・前掲注 (327)11-13 頁。  
( 3 3 0 )  法教育推進協議会・前掲注 (327)20 頁以下。  

害を公平・公正に調整して合意形成

を図ることが，協働の利益を継続し

て確保するために大切であることを

理解させること（ルールの捉え方，

ルールの正当化要件等のＢ原理階層

に属する事項）である ( 3 2 9 )。  
円柱モデルでは，他者と意見交換

しつつ自己の率直な感覚に基づいて

具体事案の解決方法を検討する点で

[Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。  
憲法の条文（財産権）に触れるこ

とも考えられるが，そのようなこと

は予定されていない。  
 

②「新たなルールを考えよう～ルー

ルのない村～」 ( 3 3 0 )  
教材の内容は，ルールのない村に

おいて発生したトラブルを解決する

ため，ルールを策定し，そのルール

を手段の相当性，明確性，平等性と

いう観点から評価すること等であり，

教材の目標は，法やルールの意義及

び役割（法は共生のための相互尊重

のルールであり，国民の生活をより

豊かにするものであること，法やル

ールには，人の行動を規制し，社会

の秩序を維持するだけではなく，人

の活動を促進したり，紛争を解決し

たりするなどの機能があること）に
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ついて考えさせ，理解させること，

どのような手続でルールを作成すれ

ばよいか（手続の公平性），作成した

ルールをどのような視点で評価すれ

ばよいか（手段の相当性，明確性，

平等性）について考えさせ，理解さ

せること（ルールの捉え方，ルール

の正当化要件等のＢ原理階層に属す

る事項）である ( 3 3 1 )。  
円柱モデルでは，具体的なトラブ

ルを解決するためのルールを自ら策

定し，評価するという点で [Ｂ→Ａ

´→Ｃ ]思考に相当する。  
授業の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
③「海水浴場の利用ルールを作ろう」

( 3 3 2 )  
教材の内容は，基本的には前記②

と設定が変わっただけであり，教材

の目的は②と同一である ( 3 3 3 )。  
円柱モデルでは，前記②と同様に，

[Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考に相当する。  
授業の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 

 
( 3 3 1 )  法教育推進協議会・前掲注 (327)20-22 頁。  
( 3 3 2 )  法教育推進協議会・前掲注 (327)26 頁以下。  
( 3 3 3 )  法教育推進協議会・前掲注 (327)26-29 頁。  
( 3 3 4 )  法むるーむネット編著『法むるーむ 社会と法が分かる 15 のストーリー』（清水

書院，2022）。なお，次の教材にはそれぞれカッコ内に示すＡ知識階層に属する事項が

含まれているため，原理性ドグマが発現している教材ではないと判断した。「なかった

ことにできないの？」同 6 頁以下（民法 4 条等），「儲け話にご用心」同 12 頁以下（消

費者契約法等），「フェイクニュースに注意」同 20 頁以下（プライバシー権），「事故は

突然に」同 26 頁以下（民法 709 条等），「はじめてのバイト」同 36 頁以下（労働基準

法），「カタチのないものを守れ」同 44 頁以下（著作権等），「クラスメイトが逮捕され

てしまった」同 50 頁以下（少年審判手続），「裁判員に選ばれた！？」同 64 頁以下（裁

判員裁判），「シンボルの木は伐採しないといけない？」同 74 頁以下（請願），「家庭訪

問してみたら」同 82 頁以下（虐待通知），「まさか彼が DV 男だったなんて …」同 88 頁
以下（ DV 防止法等），「おばさんのパートナー」同 100 頁以下（婚姻制度等），「ポスタ

ーを守れ」同 112 頁以下（表現の自由等），「国際離婚？  子どもはどうなる？」同 118
頁以下（ハーグ条約等）。  
( 3 3 5 )  法むるーむネット・前掲注 (334)106 頁以下。  
( 3 3 6 )  法むるーむネット・前掲注 (334)107 頁。  

⑶  法むるーむネット編著『法む

るーむ  社会 と 法 が 分 か る 15
のストーリー』 ( 3 3 4 )  

この教材集からは 1 つ「スポーツ

から考えるフェア」と題された教材
( 3 3 5 )を挙げる。  

教材の内容は，ファウルをしてで

も勝とうとしてくる相手チームの姿

を見て，スポーツにおいて「フェア

であること」と「勝つこと」のどち

らに意味があるのかを考えること等

である。教材の目標は明示されてい

ないが，キーワードとして「公正と

正義」（Ｂ原理階層に属する事項）が

掲げられている ( 3 3 6 )。  
円柱モデルでは，具体事例の検討

（そこでの実感）を通じて「公正」

の 存 在意義 を導出す る と い う 点 で

[Ｂ→Ｂ ]思考に相当する。  
授業の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
５ まとめ―原理性ドグマの実在  
以上のように，複数の教材集にお

いて，原理性ドグマ（ [Ｂ ]，[Ｂ→Ｂ ]
思考又は [Ｂ→ (Ａ ´)→Ｃ ]思考を用い
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るもの）が発現している教材が多数

見られた。したがって，法教育につ

いて通史的に検討した結果得られた

「原理性ドグマの存在」は，理論上

だけのものではなく，教材上実在す

るものであることが示された。さら

に，原理性ドグマが発現している教

材がこのように複数見られることか

らすると，原理性重視主義が発現し

ている教材の数はより増加するので

はないかと考えられる。  
ただし，もちろんのことながら，

Ａ知識階層を扱っている法教育教材

も多数存在する。例えば，江口勇治

＝大倉泰裕編『中学校の法教育を創

る』には計 11 個の教材例が掲載され

ているが，このうち，原理性ドグマ

としてここに挙げた教材は 2 つであ

る（三２⑷）。当該書籍においては，

原理性ドグマに当てはまる教材の方

が少ない ( 3 3 7 )。  
しかし，本稿は，決して原理性ド

グマが法教育のすべてに及んでいる

と主張するものではない。教材の内

 
( 3 3 7 )  本文に挙げたもの以外に次の教材集についても検討したが，いずれも（ないし大

方において）教材内においてＡ知識階層に属する事項に触れているため，原理性ドグ

マの発現が認められないと判断した。千葉大学教育学部・附属連携研究社会科部編『社

会が見えてくる “法 ”教材の開発』（明治図書出版， 2008）（「Ⅱ  社会科としての “法 ”教
材とはどのようなものか」掲載の 7 つの教材），東京大学法科大学院・出張教室編著『ロ

ースクール生が，出張教室。法教育への扉を叩く 9 つの授業』（商事法務， 2008）（た

だし，「ゴミ置き場に関するルールづくり」同 192 頁以下は，研究会報告書のルールづ

くりに関する教材の事案をベースとし（同 193 頁），その内容もほぼ当該教材で想定さ

れているものと共通することから，同教材と同様，原理性ドグマが発現しているとい

える），江口勇治＝渥美利文編著『「法教育」Ｑ＆Ａワーク  中学校編』（明治図書出版，

2008）（ただし，「法は「正義」を実現する？」同 18 頁以下は，正義の類型論をテーマ

とするが，Ａ知識階層に属する事項に触れていないから，原理性ドグマが発現してい

るといえる），橋本康弘編『教室が白熱する “身近な問題の法学習 ”15 選』（明治図書出

版， 2009）（ただし，「背の順に必ず並ぶというルールってよいの？」同 43 頁以下は，

ルールの合理性をテーマとするが，Ａ知識階層に属する事項に触れていないから，原

理性ドグマが発現しているといえる），法と市民をつなぐ弁護士の会編『裁判例を活用

した法教育実践ガイドブック』（民事法研究会，2014），法むるーむネット編著『法むる

ーむ 高校生からの法律相談』（清水書院，2016），大阪弁護士会法教育委員会編『法教

育出張授業マニュアル〔第 4 版〕』（大阪弁護士共同組合， 2022）（ただし，「 11 主権
者教育」のうち「ルール作り」同 102 頁以下は，議論の重要性や多数決の限界等をテ

ーマとするが，Ａ知識階層に属する事項に触れていないから，原理性ドグマが発現し

ているといえる）。  

容として条文や制度（Ａ知識階層に

属する事項）への言及がないものの

「法教育教材」として公表されてい

るものは確かに相当数存在する（そ

して，その範囲を原理性重視主義ま

で広げれば，より数は増えるだろう），

というのが本章の結論である。  

四  法教育のアイデンティティ  

１ 序―分析の対象  
本稿では，法教育の展開史（二）

において，法教育分野において原理

性重視主義が確立されたという見解

を提示し，法教育教材の検討（三）

において，複数の法教育教材が原理

性重視主義のうちの原理性ドグマに

拠って立つものであると分析できる

ことを示した。  
このように，法教育モデルに関す

る諸見解の通史的な分析及び個別具

体的な法教育教材の分析によれば，

法教育の特性として「原理性」が把

握され得ることが示唆されるが，他
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方，「法教育」という教育分野につい

ては，従前の法に関する様々な教育

（憲法教育等）や法学教育との関係

で，これらとどのように異なるのか

が必ずしも明確にされていないとい

う指摘が存在する ( 3 3 8 )  ( 3 3 9 )。  
そこで，本章では，他の教育分野

との区別という観点から，法教育の

隣接分野として認識されている憲法

教育（四２），道徳教育（四３），消

費者教育（四４），シティズンシップ

教育（四５）及び法学教育（四６）

との区別（対比）を行い，これらを

通じて，法教育のどのような点に「法

教育らしさ」が認識されているかを

分析することにより，法教育のアイ

デンティティを明らかにする（四７）。 
 
２ 憲法教育との関係  
⑴  原理性の重視  
前述のとおり（二２），法教育は，

「憲法教育」を起点とする広がりの

中で発展してきた。この意味で，両

者に一定の共通性（重複性又は連続

性）があることは前提となる ( 3 4 0 )。問

題は，憲法教育（さらに少し対象を

 
( 3 3 8 )  北川・前掲注 (21)66 頁。  
( 3 3 9 )  関弁連・前掲注 (110)提案理由第 1 項は，従来の憲法教育，司法教育，人権教育，

消費者教育などは，いずれも特定の分野に重きを置く教育であり，法教育はこれらを

包括する概念であるとするため，憲法教育等は「法教育」の一分野であり，いわば，両

者は質的に異ならないものと理解されている。なお，教育類型として区別を行うこと

につき消極的な態度を示す見解も存在する。例えば，消費者教育と法教育の関係につ

いて，伊見・前掲注 (181)22 頁，佐々木琢至「司法書士が法教育を行う意義」月報司法

書士 548 号 12-13 頁（ 2017）。しかし，これらの見解は，法教育を普及するためにその

実施のハードルを下げることを意図するものであり，理念系として区別を行うことま

で否定する趣旨ではないと考えられる。  
( 3 4 0 )  従来の法教育の問題点の一つとして，憲法の位置づけが曖昧である点を挙げ，法

教育と憲法教育は別物であると指摘する論考として杉浦・前掲注 (198)27 頁。しかし，

杉浦は，他方で，法教育を推進する側から憲法の位置づけを検討するか，従来の憲法

教育は別物として扱って共存するかが問われていると述べていることからすると（同

頁），法教育と憲法教育とが類型として原理的に相容れないものであるという趣旨をい

うものではないと考えられる。  
( 3 4 1 )  中平一義「社会科教育における公民的資質―法教育における憲法的価値・原理

―」学校教育学研究論集 21 号 116-117 頁（ 2010）。  
( 3 4 2 )  中平・前掲注 (341)122 頁。  

広げて社会科教育もここに含める）

と対比したときの法教育の存在意義

がどのような点にあるかである。  
この点，例えば，中平は，日本の

法教育に必要な価値・原理として個

人の尊厳を掲げ，「価値＝憲法的価値」

（「人権主体としての個人」を保障す

るために形成される憲法意識や憲法

規範の根拠となるもの）と「原理＝

憲法的原理」（「主権主体としての個

人」により正当性を与えられた憲法

制度（目的達成のための手段））とい

う分類を示す ( 3 4 1 )。そして，条文の暗

記や統治機構を中心に扱うという従

来の憲法教育が有する問題について，

この大きな要因は，主に統治のシス

テムである憲法的原理と個人の尊重

のための憲法的価値の未分離，ある

いは目的と手段ではなく並列の扱い

を行っていることであると指摘し，

「価値＝憲法的価値」と「原理＝憲

法的原理」とを区別する視点を踏ま

えて法教育を再構築することで，個

人の尊重を根底においた法教育が展

開でき，公民的資質の捉え直しが可

能になると提言する ( 3 4 2 )。  
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こ の見解を 円 柱 モ デ ル を用い て

分析すると，中平は，まず，条文の

暗記や統治機構の内容の理解という

Ａ知識階層に重きを置いていた従来

の憲法教育を批判しているといえる。 
そして，中平の見解は，法教育に

おいて，憲法的原理のみならず，憲

法的価値をも意識的に取り込むこと

を主張するものであるが，この憲法

的価値とは，実定法の外にあり，実

定法の根拠である（究極的には「個

人の尊重」を目的とする）憲法意識

に関わるものであり，憲法典によっ

て目に見えるものとなる性質を有す

るとされる ( 3 4 3 )。つまり，中平の定義

する憲法的価値とは，実定法（憲法

典）の根拠となる（そのうちの一部

は憲法典によって可視化されている）

価値であり，まさにＢ原理階層に属

するものということができよう。  
したがって，中平は，Ａ知識階層

を中心に扱う憲法教育との対比にお

いて，法教育はＢ原理階層を扱う教

育として認識していると分析するこ

とが可能である。  
また，土井は，法的知識の習得の

必要性を強調しつつ，憲法教育と法

教育を切り分けて議論するよりも，

憲法であれ民法であれ，法を学ぶ際

に知識の詰め込みに留まることなく，

基本的な法的見方・考え方を学ばせ

て，さらには現実生活における人間

 
( 3 4 3 )  中平・前掲注 (341)118 頁。  
( 3 4 4 )  大杉昭英ほか「〔第 4 部 パネルディスカッション〕法教育のミニマム・エッセン

シャルズを問う」法と教育 1 号 96-100 頁〔土井真一発言〕（ 2011）。  
( 3 4 5 )  大杉ほか・前掲注 (344)100 頁〔橋本康弘発言〕は，土井の提案を「法的価値を扱

う法教育の意義」を説明したものであるとまとめる。また，土井自身も，別のパネルデ

ィスカッションにおいて，憲法教育というのは法教育の重要な要素であるものの，新

たに法教育という形で打ち出してきているのは，基本的な考え方，ものの見方，ある

いはコミットメントを重視する形で憲法教育を考え直していく必要があることである

と明言する。江口勇治ほか「〔第 6 部 パネルディスカッション〕法教育のめざすもの」

法と教育 1 号 181 頁〔土井真一発言〕（ 2011）。  

としての在り方・生き方にかかわる

問題として考えさせるためにはどの

ような教育方法がよいかを検討する

のが建設的であると指摘し，具体的

には，憲法あるいは立憲主義を学ぶ

上において最も重要な問いは「憲法

とは何か」「立憲主義とは何か」であ

り，この問いを通じて，幸福，公正，

正義，自由，平等という基本的な概

念を習得することができると提案す

る ( 3 4 4 )。  
したがって，土井が提案する法教

育は，円柱モデルによれば，（Ａ知識

階層を軽視しないものの）Ｂ原理階

層に属する事項を主要な内容とする

ものであり，憲法教育との対比にお

いては，法教育の原理性に着目する

ものと理解される ( 3 4 5 )。  
 
⑵  実践性の重視  
このように，憲法教育との関係で，

法教育がＢ原理階層を扱う点（原理

性）に重点を置く見解がある一方で，

法教育に異なる意義を見出す見解も

ある。  
例えば，矢吹は，憲法教育ないし

憲法教育を中心とする公民教育と道

徳教育を通して行われている「法に

関する教育」の問題として，憲法の

知識が暗記するものとして扱われ，

一方的な知識教育になっていること
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( 3 4 6 )，法を主体的・能動的に作る国民

ではなく，法を既存のものとして客

観的・受動的に扱う国民の育成とな

っていること ( 3 4 7 )，法やルールの背

景にどのような目的や価値があるの

か，司法や裁判がどのような役割を

担っているのかを思考することがで

きていないこと ( 3 4 8 )，自らが主体的

に国家や社会を支え作っていく国民

の育成ができていないこと，コミュ

ニケーション能力や多様な意見を調

整して合意を形成する能力を育成す

ることができないこと ( 3 4 9 )を挙げる。

これに対し，矢吹は，法教育研究会

が示した「法教育」は，法律の条文

や制度等の知識について教え込む教

育，遵法精神を身につけさせる教育

ではなく，ルールを作ることに主体

的に参加する能力を育成する思考型

の教育であり，この法教育が，ルー

ルを作ることに自らが参加する能力

を育てるものであるという点が重要

だと評価する ( 3 5 0 )。  
矢吹の見解で注目されるのは，従

前の憲法教育等の問題点として，法

やルールの背景にどのような目的や

価値があるのか，司法や裁判がどの

ような役割を担っているのかを思考

できていなかったことというＢ原理

階層レベルの問題に言及することに

加え，ルールを作ることに自らが参

加する能力を育てるものであるとい

う点が重要だとして，法教育の意義

 
( 3 4 6 )  矢吹・前掲注 (20)75 頁。  
( 3 4 7 )  矢吹・前掲注 (20)80 頁。  
( 3 4 8 )  矢吹・前掲注 (20)72 頁。  
( 3 4 9 )  矢吹・前掲注 (20)76 頁。  
( 3 5 0 )  矢吹・前掲注 (20)66 頁。  
( 3 5 1 )  関良徳「法教育と法批判─解釈法社会学による法批判教育の再構築─」法社会

学 75 号 95 頁（ 2011）は，法批判教育について，比較法的視点や歴史的視点ではなく，

法制度の不備により不正義が現実に発生していることをもとに，「現実的な次元」で行

うべきとする。  

を法創造的活動に求めている点であ

る。  
前述のとおり（二５⑷），ルール作

り は [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考と 理解で き

るものであるが，法創造的活動も，

これと同様に，Ｂ原理階層を起点と

して既存の法律又は法律が存在しな

いことに問題意識を持ち，自ら規範

を 作出す る と い う意味で [Ｂ→Ａ ´]
思考と整理することができる。自ら

策定した規範を用いて現実社会の問

題を解決するという点を含めれば，

[Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考となるが，法創造

的活動は，基本的には，現状に何か

しらの問題（不具合）があることを

前提として，それを解消するために

行われる性質のものであることを踏

まえると ( 3 5 1 )，仮に当該見解や教材

の中に現実社会に活用することが明

示 さ れ て い な く て も ， そ の 構造は  
[Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考と 表 現 す る こ と

ができる。そこで，これらの思考を

合わせて表現する際には， [Ｂ→Ａ

´(→Ｃ )]思考と表現する。  
また，本稿では，ある事項（Ｂ原

理階層に属する事項かＡ知識階層に

属する事項かは問わない）を活用し

てＣ実践階層に展開する性質，すな

わち，[Ａ→Ｃ ]思考又は [Ｂ→ (Ａ ´)→
Ｃ ]思考のように，「教育活動におい

てＣ実践階層が扱われるという法教

育が有する一つの特質（一側面）」の

ことを「（法教育の）実践性」と呼ぶ。  
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そうすると，矢吹は，法教育の原

理性に加えて，法教育の実践性にも

（むしろ，後者の方に）法教育の意

義を見出しているといえる。  
矢吹と同様に，法教育の実践性を

重視する見解としては，次のような

ものがある。  
三浦は，現状の社会科公民分野，

政治経済等の授業は制度や仕組みの

理解が中心であるが，既存の制度や

仕組みの知識理解を単純に正当化す

るのではなく，一度離れた視点から

全体を相対化することが必要であり，

法が社会システムの一つであると同

時に他の政治や経済などのシステム

をも根拠づける重要な機能を担って

おり，社会全体を見渡しつつその関

連性を意識できるものであることか

ら，法に関する学習に注目すべきで

あると指摘する ( 3 5 2 )。  
三浦は，別稿において，現在の学

校教育とりわけ社会科における学習

が，日本国憲法や様々な諸権利・制

度などの理解を中心とし，法の静態

的な理解にとどまっているという問

題意識に基づき ( 3 5 3 )，法と社会の動

態的構造（法は，政治や経済，文化

といった複雑な行為領域と絡み合っ

 
( 3 5 2 )  三浦朋子「法教育に関する理論的考察および新たな方向性―法と社会の見方に

よる差異と学習類型の分析から」社会系教科教育学研究 19 号 86 頁（ 2007）。  
( 3 5 3 )  三浦・前掲注 (235)189 頁。  
( 3 5 4 )  三浦・前掲注 (235)191 頁以下。  
( 3 5 5 )  中曽久雄「法教育における憲法学習の一視点①  憲法学習のための授業開発に向

けて―地方公務員災害補償法に基づく遺族年金の受給資格における男女間格差に関

する事例を題材として―」愛媛大学教育学部紀要 63 巻 243-244 頁（ 2016）。  
( 3 5 6 )  男女間における遺族年金の受給資格格差に関する判例（最判平成 29 年 3 月 21 日
集民第 255 号 55 頁）を題材とする授業実践につき，中曽・前掲注 (355)244 頁以下。  
( 3 5 7 )  夫婦同氏制度に関する裁判例を題材とする授業実践につき，中曽久雄「法教育に

おける憲法学習の一視点②・憲法学習のための授業開発に向けて―夫婦同氏制度の

事例を題材として」地域創成研究年報 12 号 69 頁以下（ 2017）。  
( 3 5 8 )  労働者災害補償における外貌醜状障害の評価に関する男女間格差に関する裁判例

（京都地判平成 22 年 5 月 27 日判タ 1331 号 107 頁）を題材とする授業実践につき，中

曽久雄「法 教 育 に おける 憲 法 学習の 一視点③  憲 法 学習の た め の 授 業 開 発 に向けて

 

た社会（生活世界）の媒体としての

意味を持ち，社会の要求に応じて修

正，変更，創造されるという構造）

を踏まえ，市民が法に対して何を要

求し，法がそれに対してどう応えて

いくのかという視点を社会科の中に

取り入れて授業を構成していく必要

があると主張していることをも踏ま

えると ( 3 5 4 )，Ｂ原理階層（原理性）の

みではなく，法創造的活動（ [Ｂ→Ａ

´(→Ｃ )]思考）が有する実践性に重点

を置いていると評価できる。  
また，中曽久雄は，従来の憲法教

育は憲法の基本理念・法制度・法的

価値等の法的知識獲得のみの学習に

終始し，子どもが自ら検討・解決し

ていく市民性教育のための社会科教

育になっていないという問題意識を

踏まえ，憲法学上の問題について違

憲か合憲かを検討し，それぞれの視

点でいかに憲法論を展開できるかを

内容とする授業として ( 3 5 5 )，例えば，

男女間における遺族年金の受給資格

格差に関する判例 ( 3 5 6 )や，夫婦同氏

制度に関する裁判例 ( 3 5 7 )，労働者災

害補償における外貌醜状障害の評価

に関する男女間格差に関する裁判例
( 3 5 8 )を用いた実践案を提示する。  



東北ローレビュー Vol.15 (2026. January) 

法教育の実相―法教育の原理性と法的思考・リーガルマインド(2) 

     （煙山正大）161 

その中で，中曽は，法教育として

の憲法教育では，個別の具体的な事

案に対して憲法を適用する推論の仕

方について多様なアプローチが存在

するということに気づくことに重点

を置き，事案を的確に認識し，そこ

で提起されている問題を多面的に考

察することが要求されること，憲法

学習において育成される能力は，単

に憲法の理解に資するものだけでは

なく，広く社会において必要とされ

る議論やプレゼンテーションの能力

の涵養に も資す る こ と を指摘す る
( 3 5 9 )。つまり，中曽は，法教育として

の憲法教育の意義を，事案の的確な

認識，多角的な考察（多様なアプロ

ーチ），議論やプレゼンテーション能

力の涵養に見出しているといえる。

また，中曽は，法教育としての憲法

教育は，憲法学の基本的概念の獲得

はもちろん，現在の問題に対する解

決を模索して思考し，判断するため

の知識の取得に加え，憲法に関する

具体的事例を通じて，いわば「生き

た憲法」の知識を習得することに役

立つとする ( 3 6 0 )。  
このように，中曽が提示する法教

育としての憲法教育は，憲法問題を

取り扱った判例や裁判例を通じて，

憲法が現実社会においてどのように

 
―労働者災害補償における外ぼうの醜状障害に関する男女間差別の問題を題材とし

て―」愛媛大学教育学部紀要 64 巻 231 頁以下（ 2017）。  
( 3 5 9 )  中曽・前掲注 (355)252 頁。  
( 3 6 0 )  中曽・前掲注 (357)76 頁。  
( 3 6 1 )  岡部ほか・前掲注 (193)65 頁。  
( 3 6 2 )  岡部ほか・前掲注 (193)68 頁。  
( 3 6 3 )  岡部ほか・前掲注 (193)68-69 頁。  
( 3 6 4 )  本文で述べたとおり，岡部ほかは，法教育の性質について「思考型」という表現

を用いるが，これは条文や制度を掘り下げてその原理や価値を検討するというもので

はなく，知識を現実社会に活用してする点に重点を置くものであるから法教育の原理

性ではなく実践性に着目していると理解される。「思考型」「参加型」という文言と「原

理性」「実践性」という法教育の性質が必ずしも一対一対応するわけではない点に注意

する必要がある。  

作用するか（し得るか）を検討する

という点において [Ａ→Ｃ ]思考に相

当し，憲法の知識を習得するのでは

なく，「生きた憲法」の知識を習得す

るという点をもあわせて実践性を重

視していると評価できる。  
岡部ほかは，法教育は，法やルー

ルの背景にある価値観やその機能あ

るいは意義を考える思考型の教育と

して提唱されているとし ( 3 6 1 )，新し

い憲法学習の理論として従来型の憲

法学習に見られる知識習得型と法教

育に見られる思考型とを相補的に組

み合わせる課題解決型学習を提案す

る ( 3 6 2 )。その具体的な内容は，第一に，

基礎的知識を示し問題意識を喚起す

ること（例えば，法の下の平等（憲

法 14 条）や両性の本質的平等（同 24
条）），第二に，課題テーマについて

生徒自身の考えをまとめさせること

（求人広告に男女の不平等がないか

を検討する），第三に，班あるいはク

ラス全体で議論させること，第四に，

まとめの復習を行うことを内容とす

るものである ( 3 6 3 )。この見解も，知識

を活用する（Ａ知識階層又はＢ原理

階層に属する事項を活用してＣ実践

階層に展開する）という法教育の実

践性を重視している ( 3 6 4 )。  
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⑶  小括―憲法教育と法教育の

対比  
いままで見てきたように，憲法教

育との対比において法教育の有用性

を認識する論者は，そのような見方

は一面的であると指摘する見解も存

在するものの ( 3 6 5 )，基本的には，憲法

教育が知識教育に陥っており ( 3 6 6 )，

内容として不十分であるという問題

意識を有している ( 3 6 7 )。  
これに対して，その状況を改善す

ることが法教育に期待されているが，

論者によって，法教育のどのような

性質に重点を置いているかが異なる。

一つは，法教育の原理性（Ｂ原理階

層）に重点を置く立場があり，もう

一つは，法教育の実践性（Ｃ実践階

層）に重点を置く立場である（【図表

13】）。  
 ここで，なぜ憲法教育との関係で

は法教育の実践性に重点を置く立場

が多いのかを仮説的に考察すると，

憲法教育は，もともと知識教育的な

側面が極めて大きい（そして，それ

は問題である）と認識されており，

これを理由として法教育の有用性が

 
 
【図表 13】憲法教育と法教育の関係  

 

 
( 3 6 5 )  吉田俊弘「〈点からプロセスへ〉の憲法教育に向けて―主権者教育権論争から考

える憲法教育の課題」民主主義教育 21・2 号 5 頁（ 2008）は「知識先行型の憲法教育」

と「思考型・社会参加型の法教育」という二分法を前提に法教育の優位性を称揚して

いくような分析に疑問を呈する。同様の見解として，渡邊・前掲注 (182)15 頁。吉田の

見解を引用して賛意を示す見解として，大杉ほか・前掲 (344)96 頁〔土井真一発言〕。  
( 3 6 6 )  憲法教育が知識教育に陥っていると指摘する論考として，本文で挙げたもののほ

か，橋本康弘「新学習指導要領における法教育  法教育に関して法律実務家に求めら

れること」ひろば 65 巻 10 号 5 頁（ 2012），斎藤・前掲注 (20)29 頁，神内聡ほか「〔パ

ネルディスカッション〕憲法教育を法教育の観点から考える」法と教育 12 号（ 2022）
67 頁〔野坂佳生発言〕， 69 頁〔神内聡発言〕，菊地洋ほか「法学的視点を醸成させる授

業づくり―中学生に求められる法的リテラシーの探求―」教育実践研究論文集 7 巻
23 頁（ 2020）。憲法教育として「条文暗記，良くて条文解釈的な教育のみ」が行われて

いる状況は戦後一貫していたと指摘する論考として，杉浦真理「憲法教育の歴史的変

遷と課題」民主主義教育 21・ 3 号 239 頁（ 2009）。  
( 3 6 7 )  例えば，今・前掲注 (192)68 頁は，従来型の憲法教育では公民的資質を持った日本

国民が出来上がるわけではないことは昨今の状況（特に少年犯罪の増加など）から考

えれば明らかであると指摘し，法教育の必要性を説く。  
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認識されたのであるが，逆に言えば，

従来の憲法教育において知識の教授

は十分に行われているという前提が

存在するためではないかと思われる。

つまり，従来の憲法教育については，

「知識を知識として教え，それで終

わり」とされていたところに問題性

が認識されており，その問題を解決

する方途としての「知識の活用」と

いう法教育の実践性が注目を集めた

のではないか，ということである。  
他方，原理性との関係においては，

特に人権規定については，前述のと

おり（二３⑵），そもそも原理性を帯

びているものであるといえるため，

憲法教育の内容自体に最初から原理

的要素が含まれている。その結果，

法教育としてその原理性をさらに追

求する方向性よりも，実践性を追求

する方向性の方に有用性が見出され

たのではないかと考えられる。  
このような意味で，憲法教育と法

教育とは，前者で知識を習得し，後

者で実践する（又はその知識を掘り

下げる）というような役割分担が意

識されているといえるかもしれない。 
 
３ 道徳教育との関係  
⑴  共通点と相違点  

 
( 3 6 8 )  赤堀博行「道徳教育とさまざまな教育課題との関連（第 12 回）道徳教育と法教育」

道徳と特別活動 30 号 29 頁（ 2014）。  
( 3 6 9 )  大杉昭英「学校教育から見た法教育の課題と展望」ジュリ 1353 号 36 頁（ 2008）
は，「体験的な学習領域」において「①ルールについての学習」「②ルールに基づいて

身のまわりのトラブルの解決方法について考える学習」これらを通じて公平な第三者

として公正に判断する経験を行い，これを発展させて，「概念的な学習領域」において

「③民法，刑法，憲法の基本的な考え方についての学習」「④法に基づいて法的紛争の

解決（裁判による解決及び裁判以外の紛争解決）方法について考える学習」これらを

通じて「公平な第三者として公正に判断する経験」を行うべきであるとするが，この

ような日常的レベルから非日常的レベルへの展開という発想と赤堀の発想には類似性

があり，大杉のいう「体験的な学習領域」での学習が赤堀のいう「道徳教育」（を含む

諸活動）に対応するのではないかと考えられる。同様に，荒明聖「教育現場での法教育

の展開 初等教育における法教育の実践」ひろば 63 巻 6 号 40-41 頁（ 2010）は「砂場

から法教育へ」を標語として掲げ，子どもの身近な生活場面を題材とする法教育の重

要性を説き，道徳教育と法教育の連続性（前者から後者への発展）を論じる。  

次に，法教育と道徳教育の対比に

おいて，法教育の存在意義がどのよ

うな点に見出されているかを検討す

る。  
まず，法教育と道徳教育の関係に

ついて，両者に一定の共通性を見出

す見解が複数存在する。  
 例えば，赤堀博行は，多くの道徳

の内容についての指導が法教育の目

指す資質や能力を養う素地になると

した上で，学校において法教育を展

開する場合には，社会科や生活科な

どにおける法に関わる知識や理解と

併せて，それらを望ましい形で活用

するための心情や態度を道徳教育と

して養うことが大切であると述べる
( 3 6 8 )。  

この見解は，初等的な段階では道

徳教育が，それ以降の段階では生活

科や社会科において法教育が実践さ

れ，両者が連続的に行われることを

想定する ( 3 6 9 )。  
また，田中雅裕は，法教育では「法

的なものの考え方」や「法やルール

の背景にある価値観」などを身につ

けることはもちろん，その前段階で，

相手の気持ちを思いやったり相手の

立場に立って考え行動したりするな

ど，人間関係を築き，一人の人間と
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して生きていく上で大切なことを学

ぶことができるとして ( 3 7 0 )，法教育

の内容に道徳教育が含まれるかのよ

うな理解を示す。  
内藤雅人は，「自分も他者も自由

で安全な生活を営む権利を等しくも

っている。自分を大切にすることは，

すなわち他者を尊重することである」

という明確な認識をもって指導に当

たる道徳教育が「法教育」にほかな

らないと指摘するが ( 3 7 1 )，この見解

も，実質的には，道徳教育と法教育

に同質性を見出しているものと理解

できる ( 3 7 2 )。  
さらに，鈴木浩は，学校が「法教

育」に真剣に取り組むことで地域の

関心が学校に向き，ともに学ぶ場と

して学校が再生していく可能性を感

じていると述べ，学校が崩壊しかけ

ているところは地域も崩れているの

であり，その地域をつなぎとめるに

は，住民がみんなでルールを作った

 
( 3 7 0 )  大谷ほか・前掲注 (181)49 頁〔田中雅裕〕。  
( 3 7 1 )  内藤雅人「導入・終末で生かす「心のノート」」道徳教育 577 号 30 頁（ 2006）。  
( 3 7 2 )  内藤のいう「自由で安全な生活を営む権利」は憲法 13 条（幸福追求権）等をいう

ものとも理解できるが，その内容自体が一種の道徳的徳目であり，法に固有な（道徳

に新たな視点を加える）考えではないことから，本文に記述したとおり理解した。  
( 3 7 3 )  鈴木・前掲注 (182)45-46 頁。  
( 3 7 4 )  例えば，田中成明「法教育に期待されていること―道徳教育・公民教育への組

み込みに当たって」ジュリ 1353 号 31 頁（ 2008）は，法と道徳とは，権利・義務・責

任などの基本的概念が共通であり，それぞれの観念の内容も核心部分では重なり合う

ことが多いとする。  
( 3 7 5 )  大村・前掲注 (2)133 頁は，規範倫理学とより広くは実践哲学の復権が著しいこと

と，東欧革命後の市民社会の復権，公共性の再編の動きを踏まえると，道徳教育と法

教育とは重なり合うことになるとする。  
( 3 7 6 )  田中は，個人規範とは，学習指導要領における道徳の内容の説明で「主として自

分自身に関すること」とされているものにほぼ対応し，個人の良心や自律的選択など，

個人の内面的・主観的心情の規律に関わるものであるのに対し，社会規範とは，同じ

く「主として集団や社会とのかかわりに関すること」にほぼ対応し，社会成員によっ

て相互の外面的行動を規律するものとして共通に受容されるべきものであり，一定の

社 会 的サンクション に よ っ て裏打ちさ れ て い る規範で あ る と す る （田中・前掲 注

(374)31 頁）。大村・前掲注 (2)131-133 頁も，指導要領の掲げる 4 つの大項目（①主とし

て自分自身に関すること，②主として他の人とのかかわりに関すること，③主として

自然や崇高なものとのかかわりに関すること，④主として集団や社会とのかかわりに

関すること）のうち，①や③に関わることは法教育にとっては間接的にしか関わらず，

大きく重なるのは②④，特に④とする。  

り，マナーについて話し合ったりし

なければならず，その繰り返しによ

って新しい世代の地域社会を再構築

していく必要があると主張しており
( 3 7 3 )，法教育によってマナー意識を

醸成することまでをも意図する。  
法学者の見解においても，法と道

徳の重なりがあることは共通認識と

なっており ( 3 7 4 )，この限りでは，道徳

教育と法教育との共通性は認められ

る  ( 3 7 5 )。しかし，法と道徳の違いと

いう観点から，道徳教育の一環とし

て法教育が行われる際に注意するこ

ととしていくつかの事項が指摘され

ている。  
例えば，田中は，法の多様な社会

的機能を考えると，法と道徳の共通

面ばかりを強調することはあまり適

切ではなく，道徳教育の一環として

法教育を実施するに当たっては，個

人道徳・社会道徳 ( 3 7 6 )・法の微妙な相

互関係が的確に理解されるように，
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法教育の学習内容や教材を整序する

必要があり，道徳教育における法教

育の意義・効果を過大評価しないよ

うに留意すべきであるとして，とり

わけ「法的モラリズム」（法による道

徳の強制の効果を過大評価すること）

や「リーガリズム」（法というものを

至上視し，社会倫理や政治社会に関

するあらゆる問題をできるだけ一般

的な法的ルールのもとに置き，権利

義務の問題として捉え，裁判などの

法的規準・手続によって処理するの

をよしとすること）の弊害に陥らな

いように注意しなければならないと

述べる  ( 3 7 7 )。  
また，大村敦志は，法と道徳が重

なる部分においてもそれらが全く同

じというわけではなく，近代以降の

法には，道徳の固有の領域を侵犯し

ないという制約が課せられているこ

とから，法教育において留意すべき

こととして，第一に，道徳と法とが

重なる部分における法の特色を明ら

かにすること（両者の違いは強制力

の差異だけかの問題），第二に，道徳

の領分のうち法が侵犯してはならな

い部分（逆に，世俗道徳以外の道徳

が姿を見せてはいけない部分）を明

らかにすること（公共圏と親密圏，

公と私という二分法やプライバシー

の定義の問題）を挙げる ( 3 7 8 )。  
 
⑵  原理性の重視  
以上のように，道徳教育と法教育

 
( 3 7 7 )  田中・前掲注 (374)32 頁。  
( 3 7 8 )  大村・前掲注 (2)133-134 頁。  
( 3 7 9 )  渡邉満＝福原礼子「学び合う共同体の構築をめざす道徳教育の研究―総合的な

学習の時間における法教育と道徳の時間における道徳教育の相互連携の可能性―」

兵庫教育大学研究紀要 27 巻 18 頁（ 2005）。  
( 3 8 0 )  渡邉ほか・前掲注 (379)18 頁。  
( 3 8 1 )  渡邉ほか・前掲注 (379)21 頁。  

との間には重なりがあり，それゆえ，

法と道徳の違いという観点からいく

つかの注意点が提示されたが，他方

で，法教育的な観点から従来の道徳

教育を変革しようとする見解も存在

する。それらは，いわば，「法教育的

な道徳教育」ないしは「法教育とし

ての道徳教育」のイメージを提示す

るものである。  
例えば，渡邉満ほかは，道徳はい

ままで個人の内なるものとして捉え

られていたが，物事を何が本当に正

しいか理性に基づいて考え，互いに

相互支持性を見出すことで，双方の

ずれている価値観の修正を行い，社

会生活をより円滑に送ることができ

るとする ( 3 7 9 )。現代社会においては，

価値観の多様化による相互理解の困

難さに起因する問題の解決には，正

しさに基づき互いに納得する答えを

導き出す法的思考が有効であること

から ( 3 8 0 )，道徳の時間における道徳

教育と総合的な学習の時間における

法教育が連携することによって，心

情や個人の道徳性に基づいて価値を

教えることが困難であった子どもが

現実的な問題を解決する力を身につ

け る こ と が可能に な る と 主張す る
( 3 8 1 )。  

この見解は，つまり，道徳が「正

しい」とする事項を理性に基づいて

（感覚的にではなく）考察する点に

法教育的な要素を見出しているとい
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える ( 3 8 2 )。  
ここで，渡邉と同様の考えを示す

見解として，大村の見解を紹介した

い。  
大村は，「としょかんライオン」と

いう絵本をもとに，「きまり」が存在

する意味（例えば，なぜ図書館では

静かにしなければならないのか）や

「きまり」が存在すれば何でも解決

するのか（図書館では静かにしなけ

ればならないというルールには例外

はないのか），「きまり」が存在しな

ければ何でもしてよいのか（図書館

にはライオンも入れるのか）などを

根本に立ち返って考察する学習を提

案する ( 3 8 3 )。大村は，例えば，「図書

館では静かにしなければならない」

ことを教えることが，はたして「法

教育」になるのか，これは道徳教育

ではないかという反論が考えられる

と自ら問題提起した上で，確かに，

ここで扱われているのは「法律」の

問題ではないが，まぎれもなく「法

の問題」であると断言する ( 3 8 4 )。  
大村は，その理由を次のように説

明する。「法」とは，社会生活上のル

ールであり，違反に対して程度の差

はあれ何らかの制裁がなされるもの

だとすると，図書館の「きまり」は

 
( 3 8 2 )  法に基づく検討の結果，道徳教材において示される道徳的価値に疑義が生じる場

合もある。「人権のための法教育」という観点から既存の道徳教材を検討し，当該教材

がテーマとする道徳的徳目の再解釈を行う論考として，小山香「道徳の教材を人権の

ための法教育の観点で読み解く」法と教育 9 号 71 頁以下（ 2019）。  
( 3 8 3 )  大村敦志「としょかんライオン考―子どもとともに法を考える」ジュリ 1353 号

21-26 頁（ 2008）。  
( 3 8 4 )  大村・前掲注 (383)26-27 頁。  
( 3 8 5 )  大村・前掲注 (383)27 頁。  
( 3 8 6 )  例えば，なぜ「図書館では静かにしなければならない」のかを考察する際に現れ

るのは，他人の権利・利益の尊重，自分の行動の自由・必要性，この 2 つをいかに調

整するかということであり，これは（民事）責任の基本的な考え方であることや（大

村・前掲注 (383)23-24 頁），「図書館にはライオンも入れるのか」を考察する際には，自

分たちと異質で疎遠な（と感じる）存在を受け入れるべきか否かが問題となり，そこ

では，平等原則とその限界，選択の自由とその限界が現れるとする（同 26 頁）。  

「法」にほかならない ( 3 8 5 )。  
しかし，大村が述べている具体的

な学習内容（発問内容やその意図）

を踏まえて分析すると，大村が「と

しょかんライオン」を法教育と位置

づける（位置づけることが可能であ

ると認識する）のは，「図書館では静

かにしなければならない」という「き

まり」の根拠を，「そうすることが大

切だ」という情緒的・感情的なとこ

ろに求めたり，その「きまり」を所

与のものとして捉えたりするのでは

なく，その「きまり」を客観的に一

般性のある法の原理から考察する点  

( 3 8 6 )（逆に言えば，具体的な「きまり」

から法の原理に行き着く点）ではな

いかと考えられる。  
同じく野坂は，正義原理や法原理

を法の学習の対象として重視すると

しても，これらは極めて抽象的な理

念であるから，知識として得るだけ

では身の回りの紛争や身近な社会的

問題を公正妥当に解決する能力の向

上にどれだけ資するところがあるか

疑問であり，むしろ，できるだけ具

体的な場面を設定し，その場面で各

自が原理原則に照らしてどう考え，

判断するのかという思考過程と各自

の判断の違いの理由に焦点をあわせ
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た議論重視の学習が望ましいと主張

する ( 3 8 7 )。  
野坂は，一見して道徳的な問題を

扱っているように見える場合におい

ても，判断基準として正義原理ある

いは法原則を参照するという点にお

いて道徳教育との違いが明らかにな

るであろうと端的に述べるが ( 3 8 8 )，

この言葉のとおり，法教育的な道徳

教育とは，ある規範を所与のものと

して捉えずに ( 3 8 9 )，かつ，その規範の

正当化根拠を，心情や感情ではなく
( 3 9 0 )  ( 3 9 1 )法の原理的な部分にまで遡

って考察する，という点に特色があ

 
( 3 8 7 )  野坂・前掲注 (62)20 頁。  
( 3 8 8 )  野坂・前掲注 (62)20 頁。  
( 3 8 9 )  矢吹・前掲注 (20)74 頁は，学習指導要領における道徳の目標を列挙し，道徳教育

は「約束やきまりを守るという遵法精神の指導」を中心としていると分析し，法教育

研究会は，このような道徳教育に対し，法やきまりを守ることだけを強調するのでは

なく，法やルールの必要性やありようを理解させることの重要性を指摘していると整

理する。  
( 3 9 0 )  長谷川真里ほか「法的推論と法教育―心理学研究の到達点と法教育への可能性」

法と心理 11 巻 1 号 84 頁（ 2011）は，道徳教育には「心情主義」と呼ばれる特徴（「癖」）

があるとし，典型的な道徳の授業では，事実の検証，行為や意図の批判的検討，きまり

や規範の存在理由・意義についての確認，そういった作業に基づいたきまりや規範の

適用の適否というプロセスが曖昧になることが多いという問題があり，道徳教育の「癖」

は，道徳教育と法教育の関係を考える際に留意すべき点であると指摘する。同様の指

摘として，長谷川真里ほか「法教育の現状と可能性―シチズンリテラシーを考える」

法と心理 12 巻 1 号 71 頁（ 2012）。  
( 3 9 1 )  人権教育が「もっぱら道徳的・理念的なものとして扱われてきたこと」を問題視

する論考として，北川善英「人権教育論の課題―憲法学からの問題提起」全国教育ネ

ットワーク編『法教育の可能性―学校教育における理論と実践』 49 頁以下（現代人

文社， 2001）。  
( 3 9 2 )  ただし，外山紀子＝長谷川真里「人権に関する素人の法的判断と道徳的判断」法

と心理 10 巻 1 号 133 頁以下（ 2011）は，個人の権利や公共の福祉が葛藤する場面を提

示し，法的判断（法的な観点から考えるよう誘導した判断）と道徳的判断（どうすべき

かと聞いた判断）を求めたところ，両者の判断には相違がほとんどなく，可能性を決

めつけたり，一方の利益にのみ注目したり，手続の適正さにほとんど注意を払わない

といった特徴が認められたとのことであるから，教育現場において道徳教育と法教育

とを接合することには一定の困難が伴うと考えられる。  
( 3 9 3 )  中原朋生「正義とケアを視点とする法教育と道徳教育の連携―米国の小学校に

おける共通単元「責任」を手がかりに」法と教育 4 号 5 頁以下（ 2014）。中原と同様に，

ギリガンの説く道徳性と道徳教育の親和性，コールバーグの説く道徳性と法教育の親

和性を指摘する論考として，山本聡「道徳性と法教育の対立と相互補完性―心情理解

と権利主張の観点から」法と教育 7 号 81 頁（ 2017）。  
( 3 9 4 )  ただし，法教育と道徳教育を結合させることについて，中村浩爾「法教育と道徳

教育―法と道徳との区別と関連」法の科学 41 号 141 頁（ 2010）は，「自由でない教

師」が，抵抗や不服従の精神に支えられた主体性を生徒に教えることは不可能である

ことを理由に，現状では，「遵法」あるいは「服従」を教え込む場になる可能性の方が

強いと悲観的な見通しを示す。  

るといえるであろう ( 3 9 2 )。  
さらに，中原朋生は，C.Gil l igan（ギ

リガン）が提唱したケアを中心とす

る道徳性発達論（ケアのアプローチ）

と L.Kohlberg（コールバーグ）が提

唱した正義を中心とする道徳性発達

論（正義のアプローチ）の対比とい

う観点からアメリカで用いられてい

る典型的な道徳教材及び法教育教材

を分析し，基本的には，道徳教育が

採るアプローチは前者であるのに対

し，法教育が採るアプローチが後者

であるとして，両者は相互補完的な

教育活動であると主張する ( 3 9 3 )  ( 3 9 4 )。 
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中原の整理によれば，ケアのアプ

ローチは，人間関係を内的視点によ

って状況の文脈に入って他者の感情

やニーズを含めたケアの視点から捉

え，道徳的問題は，人間関係やつな

がりを維持し，他者の幸福を促進し，

苦しみや傷を和らげる配慮によって

解決されるべきであるとする ( 3 9 5 )。

これに対し，正義のアプローチは，

人間関係を個人の思いや願いから分

離した形式的な利益や役割，また義

務と責務によって結びつけられた関

係と認識し，道徳的問題は，公正さ

を含むルール，原則，基準を適用す

ることによって解決することを志向

する ( 3 9 6 )。  
このような対比からすると，中原

の見解も，道徳教育との対比におい

て，法教育の特質を外部性・客観性

に求めているということができる。  
 
⑶  小括―道徳教育と法教育の

対比  
いままで見てきたように，道徳教

育との対比において法教育の有用性

を認識する論者の中には，道徳教育

が心情主義に陥っており，内容とし

て不十分であるという問題意識を有

している者が多い。  
これに対して，その状況を改善す

ることが法教育に期待されているが，

多くの論者は，法教育の原理性に重

点を置いている。すなわち，道徳教

 
( 3 9 5 )  中原・前掲注 (393)8 頁。  
( 3 9 6 )  中原・前掲注 (393)7 頁。  
( 3 9 7 )  道徳教育と対比したときに，法教育の意義を道徳的徳目の教え込みではなく生徒

自身の議論（言語化）に見出す論考として，西島卓「法教育を中心とした道徳教材の開

発」日本私学教育研究所紀要 56 号 5 頁（ 2020），原田雅子「公徳心，公共心―生徒中

心の授業展開で育てる―」道徳教育 577 号 20 頁以下（ 2006）。また，道徳教育 577 号

(2006)に掲載されている「「法教育」を意識した授業」の実践報告には，例えば，星直

樹「身近な経験の掘り起こしから，公共への意識を育てる」同 38 頁以下のように，ル

ール，きまり又は法の存在意義等をテーマとするものが多い。  

育において「当然」と扱われている

（その結果，子どもにとって感銘力

や実効性を失っている）ルールにつ

いて，なぜそのルールが存在するの

かを根本に立ち返って（法原理や正

義原理から）言語化して説明を加え

るという点に法教育の意義が見出さ

れているといえる ( 3 9 7 )。  
この傾向は，道徳教育と法教育を

相互補完的であると位置づける見解

にも妥当する。  
ここで，この傾向を円柱モデルに

当てはめて分析すると，道徳規範は，

厳密には既存の条文や制度とは異な

るためＡ知識階層に属するとはいえ

ないが，物事の是非を判断するため

の規範という点ではＡ知識階層に属

する事項と同じレベル（円柱モデル

を適用して図的に表現すれば，Ａ知

識階層と同じ「平面」）にあるものと

して「Ａ ´」と表現できる。  
そうすると，各論者が指摘する道

徳教育と法教育の関係性は，Ａ ´（道
徳規範）の存在と内容をそのまま学

習する（その事項を前提とする，又

は，その事項の理解を目的とする）

活動が道徳教育であり，他方，Ａ ´を
Ｂ原理階層に属する事項によって根

拠づける（ [Ｂ →Ａ ´]思考）と法教育

に該当し，この点（法教育の原理性）

に法教育の意義が見出されていると

いえる（【図表 14】）。  
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【図表 14】道徳教育と法教育の関係  

 
 
 

４ 消費者教育との関係  
⑴  原理性の重視  
法 教 育 と消費者 教 育 の 関 係 に つ

いて，消費者教育では消費者関係法

が取り扱われることが多いことから，

この意味で，両者に一定の共通性（重

複性又は連続性）があることは前提

となる。問題は，消費者教育と対比

したときの法教育の存在意義がどの

ような点にあるかである。  
大村は，契約に関する教育 ( 3 9 8 )に

は，「レベル」（内容の難易度ではな

く抽象度）によって 4 つのタイプの

ものがあり，「レベル 1」は社会の成

り立ち・統合と契約の関係を考える

教育，「レベル 2」は契約そのものを

支配する基本原則をとりあげる教育，

「レベル 3」は契約の成立や効力に

関する法理をとりあげる教育，「レベ

ル 4」（最も具体的なレベル）は情報

 
( 3 9 8 )  大村敦志『「法と教育」序説』 63 頁（商事法務， 2010）は，「契約に関する教育」

について議論を進めるが，この教育は消費者教育の一類型（消費者教育と法教育が重

なる部分）と想定されていることから，本稿では，契約に関する教育についての叙述

内容を，そのまま消費者教育についても妥当するものと理解した。  
( 3 9 9 )  大村・前掲注 (398)66-67 頁。  
( 4 0 0 )  大村・前掲注 (398)68 頁。  
( 4 0 1 )  大村・前掲注 (398)68-69 頁。  

の取得，紛争の解決に関する基本的

な知識・実用的な知識にかかわる教

育であると分類し，大まかには，従

来の消費者教育はレベル 4 を重視し

てきたが，それだけでは十分ではな

いという問題意識を示す ( 3 9 9 )。  
他方，大村は，法教育という観点

を消費者教育に導入すると，少なか

らぬ教員がレベル 3 のようなことを

教えなければならない（のだろうか）

と考え（不安に思い），むしろ，レベ

ル 2 を教えるべきであるという意見

が出てくることになるが，これ自体

はもっともなことではあるものの，

これでもやはり十分とは言えないと

する ( 4 0 0 )。  
そして，大村は，あるべき契約教

育の指針として，次の 3 つを示す ( 4 0 1 )。

第一に，断片化を避けること，すな

わち，条文や判例を読み解くための
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基本的な考え方を身につけることで

ある（ただし，大村は，一般の人々

にとって知識そのものの重要性は小

さくなるという留保を付する）。第二

に，解決だけではなく認知まで扱う

ことである。具体的には，トラブル

が生じてしまった場合の対処法（レ

ベル 4 に該当する）だけではなく，

自分がトラブルに巻き込まれている

という認識を持てるようにするため，

およそ契約とは何のためのものであ

るのかという一般的な理解と，この

契約において何を約束したのか（本

当に約束したのか）という具体的な

認識が必要になることから，レベル

2 の教育・学習は，このような観点

から編成される必要があるとともに，

レベル 3 は，このような教育・学習

に必要な限度で取り込まれれば足り

るとする。第三に，社会の構想力を

養うことである。契約の存在意義や，

契約という仕組みをうまく使ってい

くためにはどのようなルールが必要

なのかなどのレベル 1 に属する問題

を扱うことが想定される。  

 
( 4 0 2 )  大村は，法教育に関する講演会において，法教育における消費者教育の重要性に

ついてどのように考えられているかという趣旨の質問に対し，「法教育の一環として学

ぶことは妥当である。もっとも，対処療法が中心となりがちで，それは重要であるが

法教育ではない。その根底にある部分をつかむことが大切であると思われる」と回答

したとされる。辻博明「法教育に関する一試みと分析―新教育課程における法教育・

岡山での試み―」岡山大学法学会雑誌 59 巻 3＝ 4 号 504 頁（ 2010）。   
( 4 0 3 )  大村の言う「レベル 4」は確かに実用情報の提供を内容とするものであり実践的

なものではあるが，ここで想定されている教育活動は，実践的な情報・知識を教授す

るというものであり，自己の知識を具体的な事例に当てはめたり，その実例を学習す

るというものではないから，円柱モデルでは，Ａ知識階層に留まることになる。ただ

し，例えば，具体的な解決事例を共有したり，架空のトラブル事例でどう行動するか

を検討するということまでが内容に含まれるのだとすると，それは「知識をどのよう

に活用して紛争が解決されたのか」「紛争を解決するか」の学習になるから，Ｃ実践階

層に及ぶということになる。  
( 4 0 4 )  福本知行＝金沢法友会「契約と消費者保護に関わる法教育の研究と実践」金沢法

学 59 巻 1 号 203 頁 (2016)は，これまでの社会科あるいは公民科の授業では，例えば消

費者保護法制や雇用・労働に関わる諸制度のように，私法の一般原則から見れば特別

法の位置を占めることになる領域に多くの時間が割かれてきたが，それらの学習にお

いて私法の一般原則との関連性が十分に意識されないまま取り扱われることに問題が

なかったか反省の必要があると指摘する。  

このように，大村は，法教育とし

ての消費者教育は，大村のいうレベ

ル 4 のみではなく，レベル 1 からレ

ベル 3 を含むものとして構成するべ

きであると主張しており ( 4 0 2 )，これ

に円柱モデルを当てはめると，レベ

ル 3， 4 はＡ知識階層に，レベル 1，
2 はＢ原理階層に，それぞれ相当す

ることとなろう ( 4 0 3 )。  
つまり，大村は，法教育の意義を，

領域的観点からすれば，消費者教育

が従前取り扱っていたＡ知識階層に

おいてさらにその範囲を広げるとと

もに（レベル 4（条文又は制度によ

って根拠づけられている具体的な情

報）からレベル 3（法制度）へ），階

層的観点からすれば，Ａ知識階層（レ

ベル 4 及び 3）からＢ原理階層（レ

ベル 2 及び 1）へ範囲を広げるもの

（それらを包括するもの）として認

識しているといえる ( 4 0 4 )。  
大村と同様 に Ｂ 原 理 階 層 を 重 視

する論者として，例えば，矢吹を挙

げることができる。  
矢吹は，法教育としての消費者教
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育とは，消費者問題を題材として取

り上げ，私法的な空間における自律

的個人を育成する教育であり，具体

的には，子どもに身近な日常生活か

ら契約を結ぶということはどういう

ことかを考えさせ，契約から生じた

問題を解決するためにはどのように

すればよいかを考えることを通して，

法の基本的理念及び存在意義を身に

つけさせるというものであるとする
( 4 0 5 )。この見解は，端的に，法教育と

しての消費者教育においてはＢ原理

階層に属する事項の獲得が目標にな

ると述べており，原理性を重視する

見解であるということができる ( 4 0 6 )。 
 
⑵  原理性と実践性の重視  
以上のように，消費者教育との対

比で法教育の原理性に注目する見解

が存在する一方で，さらに，原理性

とともに実践性に法教育の有用性を

見出している見解も多い。  
例えば，神坪浩喜は，従来型の消

費者教育の課題を克服するために，

「法教育的視点をふまえた消費者教

育」を提唱する ( 4 0 7 )。神坪は，その特

徴として，次の 9 点を挙げる ( 4 0 8 )。第

一に，契約を自らの人生を豊かにす

るための「道具」と捉えること（契

約を活用するための知識，態度等の

育成），第二に，経験を積むこと（ロ

ールプレイング，模擬体験による失

 
( 4 0 5 )  矢吹香月「自 律 的個人の 育 成 と 法 教 育―法 教 育 と し て の 消 費 者 教 育 の 可 能 性

―」岡山大学博士論文 77 頁（ 2010）。  
( 4 0 6 )  同様に，消費者教育と対比したときに，法教育の意義としてＢ原理階層の重視を

挙げる論考として，沖本真由美「親子法律教室の取組み」市民と法 63 号 45 頁（ 2010）。  
( 4 0 7 )  従来型消費者教育の内容，その課題，法教育的視点をふまえた消費者教育をまと

めた表として，神坪浩喜「これからの消費者教育―法教育的視点から「生きる力」を

育む」河上正二古稀『これからの民法・消費者法（Ⅱ）』 156-157 頁（信山社， 2023）
参照。  
( 4 0 8 )  神坪・前掲注 (407)159-164 頁。  
( 4 0 9 )  神坪・前掲注 (407)155 頁以下。  

敗体験），第三に，自立・主体性を育

むこと（主体的に契約を活用する姿

勢の育成），第四に，思考力・判断力

を育むこと（具体的な事例に基づく

グ ループワーク やロール プレイン

グ），第五に，情報収集力・情報選択

力を育む，情報を鵜呑みにしない健

全な批判的思考を身につけさせるこ

と（自己情報の認識や商品情報の批

判的検討），第六に，他者と対話する

力・交渉する力を育むこと（契約内

容の変更，契約書作成体験），第七に，

自らの幸福を考えること（ライフス

タイルの選択），第八に，事業者の視

点も考えること（多面的・多角的視

点），第九に，知識だけではなく，法

の価値・原理原則を伝えること（契

約自由の原則，自己決定の尊重等）

である。  
前記第九の点は，法の価値・原理

を教授するものであるから，法教育

の原理性に着目したものであり，他

方，特に前記第二，第四及び第六は，

知識の活用や実践を内容とするもの

であるから，法教育の実践性に着目

したものであると考えられる。神坪

は，従来の消費者教育が知識重視で

ある点を批判し ( 4 0 9 )，この点などを

踏まえて「法教育的視点をふまえた

消費者教育」を提唱しているので，

円柱モデルによれば，消費者教育の

内容を，Ａ知識階層からＢ原理階層
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及びＣ実践階層に拡張するものであ

ると理解できる ( 4 1 0 )。  
小牧美江ほかも，法教育の原理性

と実践性に着目し，法教育と消費者

教育の融合を提唱する。すなわち，

小牧ほかは，消費者に関する学習の

充実を図るにあたっては，法教育に

関する視野を持ち，言語活動の充実

を意識した教材の提示，授業の構成

が必要になると述べ，消費者として

民法（法）をどう理解し，消費行動

に反映させていくのか，契約に伴う

紛争や被害が発生したときには，ど

のように法や司法制度を活用して権

利の調整や被害の救済を図っていく

のか，という課題に対する原則，基

礎的知識の学習が必要であり，実際

に消費者としての権利行使や責任の

遂行に必要な思考力，判断力，表現

力等の育成も必要であるとして，「法

教育としての消費者教育」の必要性

を説く ( 4 1 1 )。  
では，小牧ほかが提唱する「法教

育としての消費者教育」の内容とは

どのようなものか。小牧ほかは，そ

れまでに行われてきた司法書士会で

の活動や大村の見解を踏まえ，次の

ようにまとめる。  
第一に，「身近な題材」を扱うこと，

 
( 4 1 0 )  神坪は，クーリングオフ制度や契約自由の原則の根拠を問う授業案を提示し（神

坪・前掲注 (407)166-167 頁），また，模擬契約交渉及び（契約トラブルを題材とする）

模擬調停の有用性を主張する（同 169 頁）。これらは，円柱モデルによれば， [Ａ→Ｂ ]
思考， [Ｂ→Ｂ ]思考， [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考と表現できる。神坪は，「法教育的視点をふま

えた消費者教育」について，[Ａ→Ｃ ]思考を特段排除しているとは見られないことをも

考慮すると，同教育における多様な思考展開を提唱するものと評価できる。  
( 4 1 1 )  小牧美江＝田實美樹「法教育としての消費者教育に関する研究⑴―司法書士会

作成の消費者教育教材の分析―」消費者教育 32 号 92-93 頁（ 2012）。  
( 4 1 2 )  小牧ほか・前掲注 (411)99 頁。  
( 4 1 3 )  同様に，消費者教育と対比したときに「法教育のエキス」として「子どもたちを

主役として考えさせること，そして当事者としての考え方を育てること」を挙げる論

考として，髙橋文郎「司法書士の法律教室活動の歩みと今後の課題」市民と法 38 号 37
頁（ 2006），「個別事件を通じての法教育」によって「当事者意識」を引き出すことを挙

げる論考として，小牧美江「当事者主体の紛争解決と「法教育」―日本司法支援セン

ター（法テラス）に関与する法律専門家の責任」市民と法 38 号 46-47 頁。  

第二に，「原則学習」を行うこと（契

約に関する基礎的な事項の学習を通

じて，民法（特に契約法）の原則を

理解させること），第三に，「原則か

らの思考トレーニング」を行うこと

（紛争場面等を疑似体験しながら，

民法（特に契約法）の原則から考え

る練習を取り入れること），第四に，

「意思決定・行動選択トレーニング」

を行うこと（紛争場面等で，消費者

として，自分はどう行動するか考え

る練習を取り入れること），第五に，

到達目標として，以上の学習を通じ

て「法的な疑問・被害を感じたとき

に動ける力」を養成することを設定

することである ( 4 1 2 )。  
小牧ほかの見解は，大村の見解を

参照しているため，Ｂ原理階層に属

する事項（民法の原則）が含まれて

いるのは当然であるが，さらに，思

考トレーニングや意思決定・行動選

択トレーニングとして模擬的な紛争

場面でどのように行動するかを検討

することとされている ( 4 1 3 )。円柱モ

デルによれば，これは知識を活用す

る活動としてＣ実践階層に属するこ

とになる（ただし，小牧ほかは，活

用する知識を「原則」に求めている

点に注意を要する（前記第三））。  
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さらに，小牧ほかの研究成果等を

踏まえて取りまとめられた吉岡大地

ほか（小牧ほかも著者に含まれてい

る）の研究報告書は，前記第四の「意

思決定・行動選択トレーニング」の

具体的な内容として，「原則はどうだ

ったかな？」と考え，「こんな法律が

あるはず・かも？」と思考を進め，

もしも法律がある場合には「要求す

る，是正する，法律を使う」，もしも

法律があるかないか曖昧である場合

には「交渉する，裁判所の判断」（「必

要ならば法律を変える？」），もしも

法 律 が な い 場 合 に は 「残念！  で

も・・・？？」（「必要ならば法律を

作る」），というルートを示す  ( 4 1 4 )。  
つまり，小牧ほか及び吉岡ほかは，

大村が提唱していたＡ知識階層から

Ｂ原理階層への拡張に加えて，Ｃ実

践階層への拡張，すなわち，Ａ知識

階層からＣ実践階層への展開（ [Ａ→
Ｃ ]思考）及び法制度の批判や法創造

的活動（ [Ｂ→Ａ ´(→Ｃ )]思考）をも想

定していることになるのである ( 4 1 5 )  

( 4 1 6 )。  
法 制 度 の批判 に つ い て 円 柱 モ デ

ルを用いて分析すると，批判の起点

となるのは，ルール作りや法創造的

活動と同様に，正義や公平，公正な

どのＢ原理階層に属する事項である。

そして，そこを起点に条文や制度（Ａ

 
( 4 1 4 )  吉岡大地ほか「法教育としての消費者教育に関する研究―社会科（公民科）・家

庭科の教材・授業案開発に向けて―」法教育としての消費者教育共同研究会編『法教

育としての消費者教育共同研究会研究報告書』7 頁（日本司法書士会連合会ほか，2013）。 
( 4 1 5 )  ただし，大村・前掲注 (398)69 頁は，法教育としての消費者教育では，社会の構想

力を養うこと，すなわち，契約の存在意義や契約という仕組みをうまく使っていくた

めにはどのようなルールが必要なのかなどのレベル 1 に属する問題を扱うことを提唱

しているから，これをさらに進めれば，法制度の批判や法創造的活動につながるのは

自然である。  
( 4 1 6 )  同様に，消費者教育と対比したときに，法制度の批判や法創造的活動が法教育的

であることを説く論考として，浅井健「社会と学校現場を結ぶ法教育」市民と法 63 号

22 頁（ 2010）。  

知識階層）を検討することになるか

ら， [Ｂ→Ａ ]思考と整理することが

できる。そして，さらに考えると，

法体制の批判は，自分の中で「ある

べき法制度Ａ ´」（Ｂ原理階層を起点

に策定された規範Ａ ´）を想定し，そ

れとの対比において既存の条文や制

度の問題点を明らかにすることであ

るから，実質的に，法創造的活動と

異なるところはないといえる。そし

て，法体制の批判は，法創造的活動

と同様に，現状に何かしらの問題（不

具合）があることを前提として，そ

れを解消するために行われるもので

あることから，仮に見解や教材の中

に現実社会に活用することが明示さ

れていなくても，その構造は，基本

的 に [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考と同質で あ

るということができる。そこで，法

体制の批判については，これ以降で

は，法創造的活動と同様に [Ｂ→Ａ

´(→Ｃ )]思考と表現する。  
ここで，法制度の批判や法創造的

活動（ [Ｂ→Ａ ´(→Ｃ )]思考）を特に法

教育的な消費者教育に含める論者と

して，橋本の見解を紹介したい。  
橋本は，社会科・公民科で行われ

てきた消費者教育は「私法の基本的

な考え方」として私的自治，契約自

由，契約絶対を「原則」として教授

し，取引を行う際，商品等に関して
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当事者が持っている情報に当事者間

で格差があること（情報の非対称性）

から契約絶対の「例外」を教え，消

費者法，労働法の意義を捉えようと

するが，このような教育も，「法の論

理」から私法の存在理由を考え，生

徒にその内容（意義）を理解させる

（私法に関する「知識」を教える）

授 業 と な っ て い た と 問 題 提起す る
( 4 1 7 )。そして，消費者教育と法教育を

「結節」させることで新しい教育観

に合致した消費者教育が実現すると

主張し，法教育の特徴は，法や司法

制度，これらの基礎になっている価

値（公正，正義，自由，平等，責任

等）の理解を重視している点と，法

的なものの考え方を身につけ，リー

ガルマインドを養うという点である

とした上で，例えば，消費者問題に

関する論争問題として，消費者トラ

ブルを防ぐための法規制の在り方を

考えさせる教育を提唱し，どのよう

な規制をすれば消費者トラブルは防

げるのか，そもそも消費者トラブル

を防ぐための政策の目的は何か（消

費者の保護），その目的に対応する規

制として適切なのか（規制として最

小限となっているのか，業者の営業

の自由を過度に制限していないか）

等の視点から消費者トラブルを防ぐ

ための法規制の在り方を考えていく

という授業構成を提案する ( 4 1 8 )。  
橋本の見解は，例えば大村や小牧

ほかがいうような民法の原則学習は

「知識教育」の枠から出ておらず，

さらに，法教育が重視している価値

（公正，正義，自由，平等，責任等）

 
( 4 1 7 )  橋本康弘「消費者教育と法教育をどう切り結ぶか─消費者市民社会形成の視点

から─」生活協同組合研究 495 号 47 頁（ 2017）。  
( 4 1 8 )  橋本・前掲注 (417)48-49 頁。  

まで遡らなければならないと主張す

る。この意味で，他の論者がＢ原理

階層に属すると認識する事項までを

もＡ知識階層的に扱い，さらに抽象

的な法原理を援用すべきとしている

点で，法教育の原理性を相当に重視

しているものと理解できる。  
そして，橋本は，吉岡ほかと同様

に，現行法制度の批判や立法までを

見据えた内容を提示しており，Ｂ原

理階層を起点としてＡ知識階層に属

する法制度を批判し，さらに，消費

者トラブルを防止するためのルール

（Ａ ´）を策定することとしているか

ら，研究会報告書が示すルールづく

りに関する教材と同様の思考ルート

（ [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考）を採用してい

ると見られるところに特徴がある。  
これらの見解は，法教育の原理性

に加えて，実践性にも重きを置くも

のと理解できる。  
 
⑶  小括―消費者教育と法教育

の対比  
いままで見てきたように，消費者

教育との対比において法教育の有用

性を認識する論者は，消費者教育が

知識主義（実用レベルのもの又は私

的自治の原則という民法の原則を含

む事項の知識の伝授）に陥っており，

内容として不十分であるという問題

意識を有している。  
これに対して，その状況を改善す

ることが法教育に期待されているが，

論者によって，法教育のどのような

性質に重点を置いているかが異なり，

第一に，知識の範囲を広げるととも
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に法教育の原理性に重点を置く立場

があり，第二に，法教育の原理性に

加えて法教育の実践性に重点を置く

立場がある。  
ここで，この傾向を円柱モデルに

当てはめて分析すると，前記第一は，

領域的観点からすれば，Ａ知識階層

内において取り扱う知識の領域を広

げるとともに，階層的観点からすれ

ば，Ｂ原理階層まで範囲を広げるも

のである。これに対し，前記第二は，

階層的なレベルにおいてＡ知識階層

からＣ実践階層への展開（ [Ａ→Ｃ ]
思考）も見られるが（吉岡ほかは，

「意思決定・行動選択トレーニング」

の一ルートとして法律がある場合に

はそれを用いることも内容としてい

る），法批判や法創造的活動について

は，前述のとおり（四４⑵），Ｂ原理

階層からＡ ´を介してＣ実践階層に

至る思考（ [Ｂ→Ａ ´(→Ｃ )]思考）が採

用されているといえる。  
そうすると，各論者が指摘する消

費者教育と法教育の関係性は，Ａ知

識階層において実用性のある知識を

学習する活動が消費者教育であり，

他方，Ａ知識階層内で取り扱う範囲

を広げ，Ｂ原理階層及びＣ実践階層

も扱い，さらに，Ｂ原理階層を起点

 
( 4 1 9 )  消費者契約法等の法の知識・知識教育的な消費者教育は法教育の対象ではないと

する論考として，坂本ほか・前掲注 (6)41 頁（二５⑼でも引用した）。外部団体の講師

による消費者教育（というだけで）は法教育に該当しないとする論考として，矢吹・前

掲注 (20)78 頁。  
( 4 2 0 )「主権者教育とは何なのか」という問い自体が（「法教育とは何なのか」という問

いと同様に）一つの大きな論点であると思われるが，本稿ではこの点には立ち入らな

い。本稿では，総務省が設置した常時啓発事業のあり方等研究会「最終報告書」 2011
年 12 月（ ht tps : / /www.soumu.go . jp /main_content /000141752.pdf，最終閲覧 2025 年 11 月
11 日）7 頁が示した見解（「シティズンシップ教育」の中心をなす市民と政治との関わ

りについての教育を「主権者教育」と呼ぶ）に基づき，主権者教育をシティズンシップ

教育の一部と整理し，同一の項目で取り扱うこととする。  
( 4 2 1 )「シティズンシップ教育とは何なのか」という問い自体が（「法教育とは何なのか」

という問いと同様に）一つの大きな論点であると思われるが，本稿ではこの点には立

ち入らない。  

とする思考（法体制批判及び法創造

的活動につき [Ｂ→Ａ ´(→Ｃ )]思考）

を取り入れるのが法教育ということ

になる ( 4 1 9 )（【図表 15】）。  
 
５  シティズンシッ プ 教 育 と の

関係  
⑴  シティズンシップ教育の概要  
法 教 育 とシティズンシッ プ 教 育

（主権者教育 ( 4 2 0 )）の関係について

検討するにあたり，そもそもシティ

ズンシップ教育とは何かという点を

確認しておく ( 4 2 1 )。  
 シティズンシップ教育については，

2006 年 3 月に経済産業省に設置さ

れた「シティズンシップ教育と経済

社会での人々の活躍についての研究

会」が報告書を取りまとめている。

同報告書によれば，「シティズンシッ

プ」とは，「多様な価値観や文化で構

成される社会において，個人が自己

を守り，自己実現を図るとともに，

よりよい社会の実現に寄与するとい

う目的のために，社会の意思決定や

運営の過程において，人としての権

利と義務を行使し，多様な関係者と

積極的に（アクティブに）関わろう  
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【図表 15】消費者教育と法教育の関係  

 
 
 

とする資質」であり ( 4 2 2 )，シティズン

シップを内包し，シティズンシップ

なしには成立し得ない分野として，

次のとおり，第一に公的・共同的な

活動（社会・文化活動），第二に政治

活動，第三に経済活動の 3 つを挙げ

る ( 4 2 3 )。  
第一の公的・共同的な活動とは，

地域や学校，仲間などの中で，市民

の多様なニーズや社会的な課題へ対

応するために，政府でもなく企業で

もなく，市民一人ひとりが自分たち

の意思に基づいて関係者と協力して

取り組むことを指し，具体的には，

学校や地域などにおける意思決定や

活動の場に参画する活動等である。  
第二の政治活動とは，民主主義社

会での司法・立法過程や政策決定過

程等において，積極的に関与・参画

し，自分たちの生活を左右したり，

社会の仕組みに影響を及ぼしたりす

る政策に自分たちの意思を反映しよ

 
( 4 2 2 )  経済産業省「シティズンシップ教育と経済社会での人々の活躍についての研究会

報告書」 2006 年 3 月（ ht tps : / /www.akaru i senkyo.or. jp /wp/wp-content /uploads /2012/10/  
hokokusho.pdf，最終閲覧 2025 年 11 月 11 日） 20 頁。  
( 4 2 3 )  経済産業省・前掲注 (422)20-22 頁。  

うとする活動のことを指し，具体的

には，日本の民主主義の制度及びそ

れを支える国民の権利と義務につい

て理解し，行動すること等である。  
第三の経済活動とは，他者と関わ

り合いながら社会が必要とする商品

やサービスの生産・提供に参加する

こと，及び，アクティブな消費者と

して，自分たちの生命や資産を守り

ながら，さらにそれに留まらず，社

会全体にとってプラスと考えられる

消費・生活行動を実現することを指

し，具体的には，自分たちの生活に

関わる法律や制度，仕組みを理解す

るとともに，不公正や違法な経済活

動を見抜く力を身につけること等で

ある。  
このように見ると，法教育とシテ

ィズンシップ教育の目的や内容には

かなりの共通性（重なり）があるこ

とが分かる。各論的には，例えば，

前記第一の点は，研究会報告書がル
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ールづくりに関する教材で取り扱わ

れていた「合意形成」と ( 4 2 4 )，前記第

二の点は，同じく憲法の意義に関す

る教材で取り扱われていた「憲法の

意義」と ( 4 2 5 )，前記第三の点は，同じ

く私法と消費者保護に関する教材で

取り扱われていた「消費者の保護」

と ( 4 2 6 )それぞれ共通する。また，総論

的には，社会への参加が志向されて

いる点で，研究会報告書が法教育の

目的として述べた，公共的な事柄に

主体的に参加する意識を養うことや，

自律的かつ責任ある主体として，自

由で公正な社会の運営に参加するた

め に必要な資質や能力を養う こ と
( 4 2 7 )と共通する。  

したがって，法教育とシティズン

シップ教育の関係を述べる見解は，

このような共通性が存在することを

前提とした上で，両者がどのような

立ち位置にあるのか，両者の違いは

何かという観点から考察を行う。  
 
⑵  共通点  
まず，シティズンシップ教育と法

教育の立ち位置について，海外の状

況を紹介し，法教育とシティズンシ

ップ教育の連続性（共通性）を説く

論者がいる。  
 

( 4 2 4 )  法教育推進協議会・前掲注 (172)43 頁。なお，総論部分にも「法教育で取り扱うべ

き主たる内容」として，自由で公正な社会の担い手として自分自身で考え，その意見

を積極的に分かりやすく述べ，また自分と異なる見解にも十分配慮して討論や合意形

成などができる能力を身につけさせることが挙げられている。同 13-14 頁。  
( 4 2 5 )  法教育研究会・前掲注 (18)94 頁。  
( 4 2 6 )  法教育研究会・前掲注 (18)75-76 頁。  
( 4 2 7 )  法教育研究会・前掲注 (18)12-13 頁。  
( 4 2 8 )  三谷晋「米国における法教育について― Law-Rela ted  Educa t ion（ LRE)―」地域

研究 2 号 108 頁（ 2006）。  
( 4 2 9 )  岡田順太「主権者教育と法教育―政治参加の模擬体験を通じて」白鷗法学 22 巻
1 号 160-162 頁（ 2015）。  
( 4 3 0 )  岡田・前掲注 (429)164 頁。久世哲也「実定法を超えた視点へと開かれた法教育―

公民科「公共」における法哲学的視点導入の可能性」倫理道徳教育研究 4 号 49 頁（ 2021）
も，新科目「公共」において，法教育は，主権者教育やシティズンシップ教育等との関

係の中でその位置づけを捉えられるべきであるとする。  

例えば，三谷晋は，アメリカでの

議 論 を 紹 介 し ， LRE （ Law-Related 
Educat ion。法教育）の目的を，単に

法について知識を提供し理解を得さ

せるだけではなく，読み書き話すと

いった伝統的に重要とされてきた基

本的な技術を修得させようとする試

みと捉え，市民性教育や批判的思考

力の鍛錬，価値理解の方法・技術を

も達成することとする見解が存在す

ることから，現在の LRE の目標は

「あれもこれも含んでいる感」があ

ると指摘する ( 4 2 8 )。  
岡田順太は，今日のアメリカの統

一 法 典 に お い て 「 法 教 育 （ Law-
Related Educat ion）」の語は存在せず，

法教育法自体長年の法改正の経過に

おいて削除されていることを指摘し

つつ，「法教育」の語が法文から消え

た 代 わ り に 「 市 民 教 育 （ civic  
educat ion）」が規定されたという経緯

を紹介し ( 4 2 9 )，主権者教育は法教育

に比して総花的であり，発展段階に

対応した体系的カリキュラムを構築

するのが困難な現状にあると思われ

ることから，アメリカの状況を参考

に，法教育を主権者教育に取り込ん

でカリキュラムを構築することが得

策ではないかと提言する ( 4 3 0 )。  
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大友英明ほかも，「法化」社会に対

応して法教育を導入したアメリカで

は，その教育をシティズンシップ教

育として位置づけて授業が展開され

ているとして，シティズンシップ教

育を法教育活動の中で展開させるこ

とを提言する ( 4 3 1 )。大友ほかは，シテ

ィズンシップ教育の観点から法教育

の意義を考察し，第一に，法教育の

重要な内容に「法・ルール・きまり」

の意義の学習がある点について，「な

ぜ法・ルール・きまりが必要なのか」

の学習を通して規範意識や遵法精神

を育むことができるが，その際，「上

からの規範意識の注入」（安易に大人

にとって都合のよい価値観を上から

子どもに注入し，それに合わない子

どもを排除するという抑圧的な教育）

ではなく，下からの公共性をつくり，

自由で公正な社会の担い手を育てる

教育を可能にする点を挙げる ( 4 3 2 )。

また，第二に，法教育の重要なねら

 
( 4 3 1 )  大友英明＝二瓶剛「シティズンシップ教育としての法教育の実践と課題：模擬裁

判の授業」埼玉大学教育学部附属教育実践総合センター紀要 13 号 2 頁（ 2014）。  
( 4 3 2 )  三浦・前掲注 (235)198 頁も，法が社会を秩序づける「上から下へ」法を浸透させ

る過程を中心に捉えられていたが，社会の側から法へ，すなわち「下から上へ」私たち

の主体的な姿勢が求められることであるとする。同様に，杉浦真理『シティズンシッ

プ教育のすすめ―市民を育てる社会科・公民科授業論』 2-3 頁（法律文化社， 2013）
は，「規範意識」や「社会のルールや自ら考え行動する力」を子どもに要求する「上か

らのシティズンシップ教育」に対し，市民の育成，個人の尊厳を中心とした法教育は

「下からのシティズンシップ教育」とする。  
( 4 3 3 )  大友ほか・前掲注 (431)1 頁。  
( 4 3 4 )  同様に，磯山恭子「アラバマ州の社会科における法教育カリキュラムの構成の特

色―法的リテラシーの育成を目指す “Play  by  the  Rules”の分析を通じて」法と教育 10
号 5 頁（ 2020）や髙橋文郎「被災地で求められる法教育～今，そしてこれから～」月

報司法書士 548 号 25 頁（ 2017），渡邊・前掲注 (43)30 頁は，法教育（法的リテラシー）

をシティズンシップ教育（シティズンシップ）の中に位置づける。  
( 4 3 5 )  パネリストである溝口和弘は，主権者教育と法教育という二項対立で考えるとい

うスタンスをとらないこと，与那嶺匠は，主権者教育と法教育には大きな差はないと

考えており，違いがあるとすれば，教育を実施する側によるアプローチの違いである

こと，島袋純は，この 2 つの区別を考えたことはあまりなく，両者合わせて市民性を

いかに育むかという教育になるべきではないかということを述べる。島袋純ほか「〔パ

ネルディスカッション〕主権者教育と法教育」法と教育 7 号 112-113 頁〔各論者発言〕

（ 2017）。  
( 4 3 6 )  その他の見解として，古井明男ほか「市民のための法教育委員会座談会」自由と

 

いに「社会的な自立と社会参画」が

ある点について，これは公共的な社

会の在り方を議論し，法や司法への

参画によって自由で公正な社会の創

造に関わっていく能力や資質を育成

する教育であり，法教育がシティズ

ンシップ教育として位置づけられる

所以であると述べる ( 4 3 3 )。この見解

によれば，大友ほかは，シティズン

シップ教育が法教育を包含している

ことを前提としていると考えられる
( 4 3 4 )。  

また，海外の状況には言及しない

ものの，法と教育学会が開催した「主

権者教育と法教育」をテーマとする

パネルディスカッションでは，両者

の関係性をどのように捉えているか

を問われた複数のパネリストが，主

権者教育と法教育とを厳密に区別し

ない立場に立つことを明言する ( 4 3 5 )  

( 4 3 6 )。  
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⑶  相違点  
では，法教育は完全にシティズン

シップ教育に包含されてしまうもの

（完全に同質のもの）であり，法教

育に固有の領域を観念することはで

きないのだろうか ( 4 3 7 )。  
例えば，後藤正邦は，主権者教育

と法教育はその大部分において重な

りがあるとしつつ，純粋な私法の領

域における事項，例えば契等の私法

的事項に関する法的な考え方は，公

にコミットするという意味での主権

者 教 育 と は少し異な る と指摘す る
( 4 3 8 )。この見解は，円柱モデルにおけ

る領域のレベルで主権者教育と法教

育を区別するものということができ

る。  
その他には，領域とは異なるレベ

ルで法教育の固有性を考察する見解

が複数存在する。  
例えば，吉村朋代は，研究会報告

 
正義 59 巻 10 号 9 頁〔後藤直樹発言〕（ 2008）は，法教育に関する関弁連決議（関弁連・

前掲注 (110)）について，「法というものを使った市民教育，民主主義教育みたいなもの

ができないか」という発想に基づくものであったと明かしている。  
( 4 3 7 )  江口は，「 Law-Rela ted  Educa t ion」という語を「法教育」と訳した理由について，

「法・法律を正面にする教育」にしたいという思いがあり，この語が本来意味する法

に関連した社会問題を扱う政治教育的な部分にまで拡散させない意図があったとする。

江口勇治ほか・前掲注 (180)76 頁〔江口勇治発言〕。このように，「法関連教育」ではな

く「法教育」という語が選択された時点において，シティズンシップ教育と法教育と

を区別する意図があったということができる。  
( 4 3 8 )  島袋ほか・前掲注 (435)112 頁〔後藤正邦発言〕。  
( 4 3 9 )  吉村朋代「新しい公民科目と「法教育」―主権者教育・シティズンシップ教育と

の関係と課題―」広島国際大学教職教室教育論叢 7 号 46-47 頁（ 2015）。なお，吉村

ほかは，別稿において，法教育・主権者教育・シティズンシップ教育は，いずれも市民

として公的な事柄にかかわる理念やスキルに関わるが，力点とアプローチ方法・射程

が少しずつ異なっていると指摘する。吉村朋代＝桑原萌子「シティズンシップを身に

つける主権者教育・法教育―政治参加を学ぶための学習指導案例―」広島国際大学

教職教室教育論叢 7 号 56 頁（ 2015）。  
( 4 4 0 )  田中圭子「シチズンシップ教育におけるピアメディエーション教育の役割と課題」

法社会学 75 号 132 頁（ 2011）は，「（ピア）メディエーション教育」という観点から法

教育とシティズンシップ教育の接合を提示する。なお，法教育をシティズンシップ教

育に近づける方向性を示す論考として，杉浦真理「社会権を重視する法教育実践―立

命館宇治中高・社会科必修選択科目「政治経済」の実践を手がかりとして」法の科学

41 号 147 頁（ 2010）。  
( 4 4 1 )  田中成明「法の社会的役割と基本的価値の理解のために」大村敦志＝土井真一編

著『法教育のめざすもの』 48 頁（商事法務， 2009）。  
( 4 4 2 )  吉村・前掲注 (439)47 頁。  

書が示す法教育の目的を参照した上

で，法教育はシティズンシップ教育

に内包されるものであり，主権者教

育とも重なる部分を持つとしつつ，

法教育こそが基盤になるべきである

と指摘する ( 4 3 9 )  ( 4 4 0 )。その理由は，法

的な思考は，「権威に阿る〈おおやけ

／わたくし〉の土着の思考様式」と

は対極にあるからであり，田中の議

論 ( 4 4 1 )を参照して，法システムは，多

様な考え方・生き方をする人々がお

互いに自由平等な人格であることを

相互に承認・尊重し合いながら，公

正な手続に則って共通の法的基準に

基づく自主的な交渉や理性的な議論

によって行動調整を行うフォーラム

になっているからであるとする ( 4 4 2 )。 
つまり，吉村は，シティズンシッ

プ教育と法教育はかなりの程度にお

いて同質性があるという認識を前提

に，法教育の有用性を，「権威に阿る
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〈おおやけ／わたくし〉の土着の思

考様式とは対極にある法的な思考」

に求めている。  
これに関連して，大村は，フラン

スにおける市民教育を参照し，市民

教育も法教育も「市民であること」

を学ぶという点では重なるとしつつ，

同国において法とその他の規範の違

いとしてあげられる 2 つの点，すな

わち，第一に，国家による強制を伴

うか否か，第二に，第三者として現

れる判定者（裁判官）が存在するか

否かに着目し，強制力とも結びつい

た「裁判」という仕組みに特有の考

え方が，市民教育としての法教育（広

い意味での法教育）から固有の教育

としての法教育（狭い意味での法教

育）を区別するとし，後者は「司法

教育」と言い換えてもよいものであ

るとする ( 4 4 3 )。  
このように，大村は，「裁判に特有

の考え方」を扱うか否かというとこ

ろにシティズンシップ教育と法教育

の区別基準を求めている。  
また，佐藤伸彦は，イギリスにお

いて行われている LRE に関する D. 

 
( 4 4 3 )  大村・前掲注 (398)86-88 頁。大村・前掲注 (2)142-143 頁も，法教育と市民教育とは

根底において重なり合うとしつつ，市民教育と接合性がある事項のうち，国家には立

法だけでなく司法をも含み，個別の問題への対応を通じて法や社会（の意味）が変わ

っていく側面があること，言葉による理論的な思考様式（法的思考様式の一側面とし

ての論理）を養うことが重要であることの 2 つが法的装置・法的論理が市民社会にお

いて果たしている役割に関わるものであることから，この部分は法教育の得意とする

ところであると指摘する。  
( 4 4 4 )  佐藤伸彦『裁判員時代の刑事手続に関する法教育基礎理論序説』107 頁（ナカニシ

ヤ出版， 2020）。  
( 4 4 5 )  佐藤・前掲注 (444)107 頁。ただし，法教育の固有性に関する議論は，法教育とシ

ティズンシップ教育の区別を意図して行われているものであり，それらの重なりが存

在することを否定しているわけではないため，本文で述べたような「法教育の固有性」

を有しない「法教育」が存在することを否定する趣旨ではないと考えられる。なお，坂

本ほか・前掲注 (6)39 頁は，佐藤のこの議論を引用し，法の意義や法的な知識について

十分に取り上げることなく，他者と協力し，主体的に社会的課題に取組む技能のみを

重視することになれば，市民的能力の育成を目指すシティズンシップ教育となってし

まい，法教育に固有の意義が失われてしまうことになると指摘するが，佐藤のいう「法

固有の思考様式」と坂本ほかがいう「法の意義や法的な知識」は異なる概念ではない

かと思われる。  

Rowe（ロウ）の議論を参照した上で，

法教育がシティズンシップ教育と異

なる点を，日常生活に法が不可欠な

ものとして密接に関わっており，現

実に市民が直面する法的課題を法的

枠組みに従って解決できるように市

民の意識・態度や行動を促す点に見

出し，さらに，LRE の特徴を，政治

的あるいは道徳的社会化から法的な

ものを切り離そうとする点に見出す

ならば，広く公民的資質（シティズ

ンシップ）一般から政治的なもの及

び道徳的なものと法的なものとを区

別しようとする意識や態度などを促

すことが法教育の目標であると考え

られると述べる ( 4 4 4 )。佐藤は，したが

って，公民的資質一般から政治的・

道徳的なものと法的なものとを区別

する意識・態度に道徳教育や政治教

育と異なる法教育の固有性を見出す

ことができると指摘し，そして，法

教育とは，文脈に従って道徳や政治

から法を区別し，法固有の思考様式

を 学習す る こ と で あ る と 主張す る
( 4 4 5 )。  

このように，シティズンシップ教
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育との関係において法教育に固有の

意義を見出す見解は，法教育が採用

する「権威に阿る〈おおやけ／わた

くし〉の土着の思考様式とは対極に

ある法的な思考」や「裁判に特有の

考え方」「法固有の思考様式」という

点に着目している。  
 
⑷  小括―シティズンシップ教

育と法教育の対比  
いままで見てきたように，多くの

論者は，シティズンシップ教育との

対比において法教育の有用性を認識

するというよりも（すなわち，シテ

ィズンシップ教育に何かしらの問題

が存在していることを前提とするの

ではなく），シティズンシップ教育と

法教育の重なりは相当に大きいこと

を前提としつつ，さらにいえば，シ

ティズンシップ教育がおおむね法教

育を包含するとした上で，法教育に

どのような独自性があるかを論じて

いる。  
そして，一部の論者は，領域のレ

ベルで法教育に固有の事項の存在を

指摘するが（後藤），その他の論者は，

法教育の独自性を，権威に阿る〈お

おやけ／わたくし〉の土着の思考様

式とは対極にあるとされる法的な思

考（吉村）や，裁判に特有の考え方

（大村），法固有の思考様式（佐藤）

という「思考方法」という点に求め

 
( 4 4 6 )  岡田・前掲注 (429)167 頁は，形式的には，法教育の題材が断片的に留まるのに対

して，より体系性を意識したものが法学教育であり，能動的学修において参照すべき

資料等が与えられたものに限られるか，また，課題設定者が正解を有するか，批判的

能力を有する解答者による正解の書換えが可能か否か（閉鎖系／開放系）によって，

法学教育と法曹教育（臨床教育）の区別をなし得るとする。また，大村・前掲注 (2)2-3
頁は「さしあたりの区別」として，教育の「場」と「目的」による区別を示し，法学教

育は法律家の養成を目的とし，場としては法学部・法科大学院を中心，他学部・司法研

修所を周辺とするのに対し，法教育は，市民の育成を目的とし，場としては小中高等

学校を中心，その他を周辺とする。  
( 4 4 7 )  大村・前掲注 (2)158 頁。  

る。  
シティズンシップ教育は，法教育

と相当程度重なりが大きいものであ

るから，他の教育分野で行ったよう

に円柱モデルを用いて領域的・階層

的な対比を行うのは困難である。し

かし，シティズンシップ教育との対

比において，多くの見解が法教育の

独自性を「思考方法」に求めている

ことからすれば，この思考方法を円

柱モデルを用いて分析することが有

用であろう。  
したがって，この点については，

項を改めて詳しく検討する（五２，

五４）。  
 
６  法学教育との関係  
⑴  法 教 育 的 法 学 教 育 と 法 学 教

育的法教育の発想  
法 教 育 と 法 学 教 育 の 関 係 に つ い

て，両者ともに「法」を取り扱うこ

とを内容としているから，この意味

で，両者に一定の共通性（連続性）

があることは前提となる。問題は，

法学教育と対比したときの法教育の

存在意義がどのような点にあるかで

ある ( 4 4 6 )。  
大村は，法教育との関係で法学教

育を定義する際の一つの指標として，

形式的には，高等教育段階における

法の教育であるということとしつつ
( 4 4 7 )，実質的な内容については，「専
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門基本教育」である学部教育との関

係において，次のとおり，第一に，

「専門基本教育の再編成と法教育の

連続性―基本的な法教育としての

市民法教育」，第二に，「専門展開教

育の開放と法教育への取り組み―
展開的な法教育としての裁判教育」

という観点から法教育の在り方を論

じる。  
まず，前記第一の「専門基本教育

の再編成と法教育の連続性」につい

て，大村は，専門基本教育を見直し

て法教育との連続性を図る方向性を

提示し ( 4 4 8 )，その内容として次の 3 つ

を挙げる ( 4 4 9 )。第一に，「社会への関

心」（法を学ぶことを通じて社会への

関心を涵養すること），第二に，「基

盤の意識化」（法が社会の基盤となっ

ていることを認識すること），第三に，

「技術の獲得」（当事者として自ら制

度に働きかけていく姿勢とそのため

の技法の獲得）である ( 4 5 0 )。  
次に，前記第二の「専門展開教育

の開放と法教育への取り組み」につ

いて，大村は，専門展開教育との関

連までをも視野においてさらに展開

的な法教育を試みる方向性を提示し
( 4 5 1 )，その内容として次の 3 つを挙

げる ( 4 5 2 )。第一に，「裁判の実体的側

 
( 4 4 8 )  大村・前掲注 (2)159 頁。なお，堀口愛芽紗「現代法教育の効果としての法と法学

への関心の向上の検証―高校生の法学部志望増加に関連付けて―」法学研究論集

59 号 157 頁（ 2023）は，法学教育の定義づけが今日では変わりつつあるとして，法学

教育と法教育の関係について考察を進める。同頁以下。  
( 4 4 9 )  大村・前掲注 (2)159-160 頁。  
( 4 5 0 )  大村が述べる第三の点に関連して，江口ほか・前掲注 (180)101 頁〔長島光一発言〕

は，これまでの法学教育は既に存在する法を学ぶところに重点を置いていたが，法は

変化することから，法学部においてもどのようなルールが必要なのかということを考

える機会（カリキュラム）が必要になると述べる。  
( 4 5 1 )  大村・前掲注 (2)159 頁。  
( 4 5 2 )  大村・前掲注 (2)161-162 頁。  
( 4 5 3 )  大村は，「法教育Ⅰ」の定義を示していないが，本文でまとめた内容及び【図表 16】
によれば，法教育的法学教育を構想する上で参照される法教育の類型（いわば，もと

もとの法教育）をいうものであると考えられる。  

面」（裁判においては，事前に存在す

る（とされる）ルールに従って権利

の有無が判断され，法規範が存在す

るということは，これによって個人

に権利が配分されていることを意味

し，この権利が実現されることがす

なわち法が実現されるということで

あるという「法＝権利イメージ」），

第二に，「裁判の手続的側面」（裁判

という仕組みがあることによって，

正義の発見には制度的な制約（制御）

が加わるが，裁判の特色として理由

づけがなされなければならず，これ

によって，当事者だけではなく法律

家共同体は裁判官の法的推論を批判

的に検討することができること），第

三に，「裁判の政治的側面」（以上の

ようにして行われる判決によって，

我々の世界は少しずつ意味を変えて

いくこと）である。  
そして，大村は，前記第一の「専

門基本教育の再編成と法教育の連続

性」という観点から，「法教育Ⅰ」( 4 5 3 )

及び専門基本教育においては，①社

会問題指向型，②社会基盤理解型，

③社会制度構築型の教育があり得，

この場合，法教育と専門基本教育と

は連続して考えることができるが，

法教育の場合には，これらを実行す
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る上で前提となる実定法の知識は必

ずしも必要とされていないのに対し

て，専門基本教育のためには，ある

程度の知識がなければどの学習も十

分になし得ないから，専門基本教育

では自ら必要な情報を探し出して判

断ができることが目指されるとする
( 4 5 4 )。  

これに対し，前記第二の「専門展

開教育の開放と法教育への取り組み」

という観点から，「法教育Ⅱ」 ( 4 5 5 )及

び専門基本教育においては，①法＝

権利論，②裁判＝正義論，③司法＝

政治論の教育があり得，これらは一

言でいえば「裁判＝正義学」という

ことになり，そこには法解釈の方法

や法的思考様式なども含まれ，これ

は主として専門展開教育において教

育されるべきことではあるが，法教

育Ⅱにおいてもごく初歩的な手ほど

きをしておくことは無用ではないと

する ( 4 5 6 )。  
大村は，以上の議論を【図表 16】

のようにまとめる。  
大村の見解は，法教育の要素を反

映した法学教育（「法教育的法学教

育」）を観念し，法教育の在り方から

法学教育の在り方を再構成すること

によって積極的に連続性が生じさせ

ようとするものであるから（法教育

Ⅰの方向性），逆に言えば，大村が法

学教育に反映しようとしている要素

が，法学教育との対比でみたときの

法教育に認められる有用性（独自性）

ということができる。そうすると，

大村の挙げる法教育の有用性（独自

性）の内容たる要素は，前述の 3 点，

すなわち，第一に，「社会への関心」

（社会への関心を涵養すること），第

二に，「基盤の意識化」（法が社会の

基盤となっていることを認識するこ

と，法制度の特質をその根底におい

 
 
【図表 16】法教育と法学教育の関係（大村敦志による整理） ( 4 5 7 )  

 

 
( 4 5 4 )  大村・前掲注 (2)162-163 頁。  
( 4 5 5 )  大村は，「法教育Ⅱ」の定義を示していないが，本文でまとめた内容及び【図表 16】
によれば，法学教育的法教育として構想される法教育の類型（いわば，発展的な法教

育）をいうものであると考えられる。  
( 4 5 6 )  大村・前掲注 (2)163 頁。  
( 4 5 7 )  大村・前掲注 (2)159 頁掲載の図を筆者において再現したもの。なお，専門展開Ⅰ・

Ⅱから左に向かう矢印は大学院教育の在り方，「専門基本」から左上に向かう矢印が専

門基本教育を見直して法教育との連続性を図ろうとする方向性，「専門展開Ⅱ」から上

に向かう矢印が専門展開教育との関連までも視野においたさらに展開的な法教育を試

みてはどうかという方向性を示す。同頁。  
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て理解すること），第三に，「技術の

獲得」（当事者として自ら制度に働き

かけていく姿勢とそのための技法の

獲得）ということになる。  
これに対し，法学教育の要素を反

映した法教育（「法学教育的法教育」

たる法教育Ⅱ ( 4 5 8 )）の提唱は，逆に言

えば，法学教育との対比でみたとき

に法教育に有用性（独自性）が認め

られない要素であるということがで

きる。そうすると，大村の挙げる法

教育の非有用性（非独自性）の内容

たる要素は，「裁判＝正義学」であり，

「法解釈の方法や法的思考様式」と

いうことになる ( 4 5 9 )。  
また，法教育Ⅰの類型において，

①社会問題指向型，②社会基盤理解

型，③社会制度構築型の教育を実行

する上で前提となる実定法の知識は

必ずしも必要とされていないとする

点とあわせて考えると，大村は，法

教育の消極的な独自性（該当しない

ことにより法教育らしさを根拠づけ

る事項）を，「裁判＝正義学」「法解

釈の方法や法的思考様式」に触れな

いこと，「実定法の知識」を必ずしも

必要としないこと，という点に見出

 
( 4 5 8 )  大村・前掲注 (2)159 頁は，「法教育的法学教育」を標榜する見方が存在することか

ら「法学教育的法教育」を考える余地もあるとしており，明言されていないものの，

「法教育Ⅱ」の類型が「法学教育的法教育」に対応すると考えられる。  
( 4 5 9 )  大村は，前述のとおり（四５⑶），シティズンシップ教育との関係において，法教

育の独自性を「裁判に特有の考え方」を取り上げる点に見出していたが，他方，本文で

述べたとおり，「法解釈の方法や法的思考様式」が法学教育との関係において非独自的

要素であるとすると，仮に「裁判に特有の考え方」と「法解釈の方法や法的思考方法」

が同義的なものだと仮定したときに，全体として「法教育固有の要素は何なのか」と

いう問題が生じる。この問題を解消するためには，「裁判に特有の考え方」と「法解釈

の方法や法的思考方法」が同義的ではないと理解する必要があるが，このような理解

は困難ではないかと考えられる。  
( 4 6 0 )  同様に，大村敦志『父と娘の法入門』3 頁（岩波新書，2005）は，法学との対比に

おいて，法教育が扱う「法」は「誰でも知っている当然のルール」すなわち「常識」で

あるとする。得居千照「公共的に「法」を考える教室空間の創造―哲学対話を用いた

法教育の実践を手がかりに」法と教育 8 号 20 頁（ 2018）は，この大村の見解を踏まえ，

「「法」に含まれる日常性」から法教育における哲学対話の有用性を論じる。  
( 4 6 1 )  久世・前掲注 (430)43-44 頁。  

していると理解できる ( 4 6 0 )。 

 

⑵  原理性及び実践性の重視  
大村が 主張す る 法 教 育Ⅰの 発想

と同様に，法学教育の欠点を法教育

によって補おうとする論者として久

世哲也がいる。  
久世は，まず，法教育と法学教育

の区別について，次のような理解を

示す ( 4 6 1 )。すなわち，日本及びアメリ

カの法教育の状況を踏まえると，法

教育とは，法的な価値や考え方を国

民一人ひとりに開かれた形で示すも

のであり，その意味で，大学の法律

家養成のための専門教育としての法

学教育とは区別される。法律専門家

ではない一般の人々に向けたものと

しての法教育は，実定法を前提とし

たものだけではなく，そもそも法と

は何かといった本質的な問いを発生

させるものである。  
そこで，久世は，現在の法学教育

の問題点として，法哲学教育や法哲

学関連科目の位置づけが曖昧である

ことを指摘し，法教育の中に法哲学

的 視 点 を導入す る こ と を 提唱す る
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( 4 6 2 )。久世は，これにより，法哲学的

視点から既存の実定法にとらわれる

ことなく法を考察する視点を育み，

「法的なものの見方」の根本にある

ものとは何かをさらに深く考えさせ

ることができるとする ( 4 6 3 )。久世は，

そのための教材として求められる条

件として，法を手段として絶対視し

ていないことを挙げる ( 4 6 4 )。  
さらに，久世は，正義は「中身を

充填される容器」にすぎず，最終的

には，善・真・美・聖等と関係づけ

られてはじめて方向性が出るものに

すぎないという理解を前提とするな

らば，正義の全体構造を理解させる

ためには，法以外の善・真・美・聖

等に依拠した価値判断を行わせる必

要があることから ( 4 6 5 )，例えば，法的

に利害を調整して問題を解決するこ

とに主眼が置かれていた従来の法教

育教材に対し，法哲学的視点を含む

教材では，生徒はモラルやマナーで

問題を解決することも選択肢として

検討し得るとする ( 4 6 6 )。  
以上によれば，久世は，法教育は

「実定法を前提としたものだけでは

なく，そもそも法とは何かといった

本質的な問いを発生させるもの」と

いう理解を前提とし，法学教育にお

いて（端的に言えば）軽視されがち

であった法哲学の分野を法教育に担

わせることを提案しているのである

が，逆に言えば，法教育にはそれを

担うだけの素養があると認識されて

いるということができよう。これは，

 
( 4 6 2 )  久世・前掲注 (430)44-45 頁。  
( 4 6 3 )  久世・前掲注 (430)45 頁。  
( 4 6 4 )  久世・前掲注 (430)45 頁。  
( 4 6 5 )  久世・前掲注 (430)45 頁。  
( 4 6 6 )  久世・前掲注 (430)53-54 頁。  
( 4 6 7 )  吉村・前掲注 (181)31 頁。  

法教育の原理性に着目するものと整

理できる。  
他方，久世は，法教育として「モ

ラルやマナーで問題を解決すること」

も提唱しており，これは，ルールづ

くりに関する教材と同様に，[Ｂ→Ａ

´→Ｃ ]思考を採用するものと理解さ

れる。つまり，この点では，法学教

育との対比において，法教育の原理

性と実践性に着目しているといえる。 
 
⑶  法学教育的法教育的な発想  
大村は，法学教育との対比におい

て，法教育の利点を法学教育に輸入

する観点（法教育Ⅰに対応する）と，

法学教育の利点を法教育に輸入する

観点（法教育Ⅱに対応する）を示し，

久世は，法学教育における法哲学分

野を法教育に担わせる提案を行うが，

これらに対し，吉村は，法教育の欠

点をどのように克服するか，という

観点から法学教育を参照する。  
吉村は，法教育が，知識型ではな

く思考型，そして社会参加型の授業

にするのは，児童・生徒が主体的に

法に関わる姿勢を育むためであり，

法の制度や仕組みに関する知識の伝

授と定着を主眼にした従来の授業と

は違ったかたちが求められていると

しつつ ( 4 6 7 )，しばしば「正義」に関す

る問いが，どちらの側が「人がふみ

行うべき正しい道」に則っていたか

をめぐる議論にすり替わるような土

壌の中にあって，子どもたちの議論

展開が，日常的な意味世界すなわち
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規範意識の増強に陥る可能性が高い

と問題提起する ( 4 6 8 )。  
そして，「法的なものの考え方を

身につける」とは，言葉に敏感にな

ることに加え，土着の規範意識に安

易に共感することなく「正義」や「公

正さ」とは何かを思考する我慢強さ

を身につけることであり，法と現実

を往復す る プロセスを 特徴と す る

「法的な議論」は，それぞれを支え

るフォーマルな法制度と日常的な意

味世界すなわち規範意識へとつなが

ることで議論が深化するとして，思

考型，社会参加型の法教育がこうし

た往復を放棄したものにならないよ

うに，常に，制度や概念の成り立ち，

本質，展開過程に対する知識と思考

をセットにしていかなければならな

いと指摘する ( 4 6 9 )。そして，そうした

作業は，法学教育の中で営まれてき

たことでもあるとともに，法教育は，

法学教育とは対象と内容の厳密度が

異なるものの，法的なものの考え方

を身につけるために本質において異

なる教育方法があるとは思われない

ことから，法教育においても，実定

法学の「 “knowing how”型の思考様式」

及び基礎法学の「 “knowing what”型
の思考様式」を育てるプログラムや

授業を組み合わせることが必要であ

ると主張する ( 4 7 0 )。  
つまり，吉村は，一般に，法教育

においては議論が主観的・感情的（道

徳的）になる危険があることから，

これを克服するために法学教育的な

要素を輸入することを提案するもの

 
( 4 6 8 )  吉村・前掲注 (181)36 頁。  
( 4 6 9 )  吉村・前掲注 (181)36-37 頁。  
( 4 7 0 )  吉村・前掲注 (181)37 頁。  
( 4 7 1 )  大村芳昭「法教育と法学教育」中央学院大学法学論叢 24 巻 1＝ 2 号 218 頁（ 2011）。  
( 4 7 2 )  大村・前掲注 (471)222 頁。  

であり，逆に言えば，法教育に欠け

る要素として，実定法学の “knowing 
how” 型 の 思 考 様 式 と 基 礎 法 学 の

“knowing what”型の思考様式を挙げ

ているものと理解することができる。 
この吉村の見解は，大村の言葉を

借りれば，法学教育的法教育を志向

するものと理解できよう。  
 
⑷  領域的な相違点  
以上のように，法学教育や法教育

の欠点を互いに補おうという方向性

の他に，取り扱う問題のレベルにお

いて，法学教育と法教育の区別を論

じる者もいる。  
例えば，大村芳昭は，法教育と法

学教育との境界は意外と曖昧である

ばかりでなく，一部重複する（させ

るべき，かもしれない）部分さえあ

るのではないか，というのが実感で

あるとして ( 4 7 1 )，児童・生徒について，

現実的に求めることのできる共通の

素養は，自分が直面する身近な課題

を何かしらの形で解決するために必

要な最低限度の知識と思考力である

と指摘し，そのような観点から見る

と，いままでに公表されてきた法教

育に関する授業例の中に，学校生活

などで児童・生徒が身近に遭遇し得

る様々な問題を取り上げるものが多

いのは非常に納得できるものである

と述べる ( 4 7 2 )。  
 
⑸  小括―法学教育と法教育の

対比  
いままで見てきたように，法学教
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育については，法教育との間で互い

に欠点を補い合う（利点を輸入し合

う ） 関 係 と し て捉えら れ て い る が
( 4 7 3 )，特に，法教育の有用性として認

識されているのは，社会への関心の

涵養，法が社会基盤となっているこ

との認識の涵養，法制度の特質の根

底からの理解，当事者として自ら制

度に働きかけていく姿勢とそのため

の技法の獲得という点（大村），法哲

学的視点の涵養等（久世）である。  
他方，法教育の欠点として，議論

が主観的・感情的になる危険がある

ことから，法学教育的な要素（実定

法 学 の “knowing how”型 の思考様式

と基礎法学における “knowing what”
型の思考様式）を輸入することを提

案するものもあった。  
また，法学教育と比較したときに，

日常生活性（身近さ）に法教育的な

要素を見出す見解もある（大村芳昭）。 
以上 を 円 柱 モ デ ル か ら 分 析 す る

と，大村敦志のいう法が社会基盤に

なっていることの認識の涵養・法制

度の特質の根底からの理解や久世の

いう法哲学的視点は，いずれも法の

在り方，法原理に関わるものである

から，法教育の原理性に着目するも

のといえる。  
また，大村のいう当事者として自

ら制度に働きかけていく姿勢や久世

のいうモラルやマナーで問題を解決

することは，私法と消費者保護の教

材や消費者教育における法創造的活

動についての評価と同様に，[Ｂ→Ａ

´→Ｃ ]思考が用いられているという

べきであろう（大村と久世は，これ

らが法学教育に欠けており，逆に，

法教育では取り扱われていた（取り

扱うことができる）という理解を示

していると解釈できる。【図表 17】）。
これは法教育の原理性と実践性に着

目した見解といえる。  
他方，吉村の い う 「 実定法 学 の

“knowing how”型の思考様式」はＡ知

識階層を起点とする思考（ [Ａ→Ｃ ]   
 
 
【図表 17】法学教育と法教育の関係（大村敦志・久世哲也の理解による）  

 
 

 
( 4 7 3 )  本文で述べたものの他に法教育と法学教育の協働・相互連携の必要性を指摘する

見解として，江口ほか・前掲注 (180)92 頁〔長島光一発言〕。  
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思 考 ） に ，「 基 礎 法 学 に お け る

“knowing what”型の思考様式」はＢ

原理階層を起点とする思考（ [Ｂ→
Ａ ]思考）に対応するものと見ること

ができようか（吉村は，これらが法

教育に欠けており，逆に，法学教育

では取り扱われていたという理解を

示していると解釈できる）。  
また，大村芳昭は，以上のような

階層的観点ではなく，扱う事例の身

近さを問題としているから，これは

領域的観点（どのような場面につい

てどのような法律を扱うか）での差

異を見出していると分析できる。  
このように，法学教育と法教育の

関係については，他の教育以上に多

様な見解が見られた。  
 

７ まとめ―法教育のアイデン  

ティティたる原理性  
法教育は，各教育分野との対比に

おいて，次のような点に存在意義（独

自性・有用性）が見出されていた。  
憲法教育との対比では，法教育の

原理性（Ｂ原理階層との関連）に重

点を置く立場と実践性（ [Ａ →Ｃ ]思
考又は [Ｂ →Ａ ´→Ｃ ]思考）に重点を

置く立場が見られたが，後者の方が

多数であった（四２）。  
道徳教育との対比では，道徳教育

では当然とされている規範（Ａ ´）を

Ｂ原理階層から説明するという [Ｂ
→Ａ ´]思考に法教育の意義が見出さ

れていた（四３）。  
消費者教育との対比では，Ａ知識

階層において取り扱う知識を増やす

方向性や，民法の原則に立ち返るな

ど，法教育の原理性（Ｂ原理階層）

と実践性（ [Ａ→Ｃ ]思考など）を援用

し，さらに，法創造的活動（ [Ｂ→Ａ

´(→Ｃ )]思考）まで視野に入れる見解

も複数あった（四４）。  
シティズンシッ プ 教 育 と の 対比

では，法教育との重なりが大きく，

両者を同質的に見る見解もあったが，

私法分野を扱う点や，「権威に阿る

〈おおやけ／わたくし〉の土着の思

考様式とは対極にある法的な思考」

「裁判に特有の思考」「法固有の思考

様式」のように，法学特有の思考様

式に法教育の独自性（固有性）を見

出す見解が複数見られた（四５）。  
法学教育との対比では，Ａ知識階

層において身近な題材を用いること

を評価する見解があるが，法教育の

原理性（Ｂ原理階層）に重点を置く

見解と，法創造的活動（ [Ｂ→Ａ ´(→
Ｃ )]思考）まで視野に入れる見解も

複数存在した（四６）。  
このように，複数の教育分野との

対比で俯瞰して見ると，特に重なり

が大きく主に思考様式の点に差異が

見出されていたシティズンシップ教

育を除いては，いずれの教育分野に

ついても，法教育的要素（法教育ら

しさ）は法教育の原理性に見出され，

また，多くの分野において，法教育

を当該教育分野に取り込むことによ

り，法創造的活動（ [Ｂ→Ａ ´(→Ｃ )]思
考）を実施することを推奨する見解

があったと整理できる。  
したがって，法教育のアイデンテ

ィティは，法教育の原理性（Ｂ原理

階層との関連性）に求めることがで

きる，というのが本章の結論である。 
なお，複数の教育分野において，

法教育の実践性に着目する見解も見

られたので，実践性の方が（又は，

原理性と実践性ともに。両者は排反

関係にない）法教育のアイデンティ
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ティといえるのではないか，とも思

えるかもしれない ( 4 7 4 )。  
しかし，実践性に着目する見解は，

例えば [Ａ→Ｃ ]思考とともにＢ原理

階層に関する教育に言及し，又は，

[Ｂ→Ａ ´(→Ｃ )]思考のように活用す

る概念をＢ原理階層に属するものと

するなど，実践性とともに原理性も

主張している。これに対し，原理性

に触れることなく実践性のみを主張

する見解は見られない（例えば，Ａ

知 識 階 層 の み を 扱 う も の や  [ Ａ→
Ｃ ]思考のみを扱う教育を「法教育」

として認識していると思しき見解は

見当たらない ( 4 7 5 )）。  
そうだとすると，法教育を法教育

たらしめているのは，実践性ではな

く，むしろ原理性であると理解する

方が適切だと考えられる。  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
( 4 7 4 )  例えば，楢原ほか・前掲注 (7)160 頁〔吉田俊弘〕は，法教育では「法的実践能力」

の育成が課題になると述べ，また，法教育の特質を法的実践能力の涵養に求めている

ことから，法教育の実践性に法教育のアイデンティティを見出しているようである。  
( 4 7 5 )  憲法教育との対比において，多くの見解が法教育の有用性を実践性（ [Ａ→Ｃ ]思
考）に見出していると分析したが（四２⑵），そもそも憲法自体に原理性があるため（二

３⑵），単純に実践性のみをもって法教育性を見出していると評価することはできない。 


